
図面番号 図面名称

特記仕様書１A－００１

特記仕様書２A－００２

A－００３

A－００４

特記仕様書３

特記仕様書４

A－００５ 特記仕様書５

A－００６

A－００７

A－００８

特記仕様書６

特記仕様書７

特記仕様書８

図面番号 図面名称

A－１２１ プレハブ校舎外廊下

A－１２２ 木製化粧フレーム詳細図

A－１２３ ウッドデッキ詳細図

A－１２４ 既存屋根詳細図１

A－１２５

A－１２６

A－１２７

既存屋根詳細図２

既存屋根詳細図３

既存屋根詳細図４

A－１０１ 案内図・配置図

A－１０２ １階・２階平面図

A－１０３ 屋根伏図１（陸屋根）

A－１０４ 屋根伏図２（勾配屋根）

A－１０５ 立面図１

A－１０６ 立面図２

A－１０７ 立面図３

A－１０８ 立面図４

A－１０９ 立面図５

A－１１０

A－１１１

A－１１２

A－１１３

屋外階段詳細図

１階天井伏図

A－１１４

A－１１５

A－１１６

A－１１７ ２階天井伏図

A－１１８ ２階女子便所改修図

A－１１９ ２階廊下改修図

A－１２０

矩計図１　校務センター廻り

矩計図２　保健室・メディアセンター廻り

矩計図３　メディア廻り

矩計図４　創作エリア

矩計図５　地域開放エリア

給食配送車屋根詳細図

仮設計画図A－１３１

A－１２８

A－１２９

A－１３０

建具位置図

建具表１

建具表２

南房総市

南房総市立嶺南中学校校舎棟予防改修工事（建築工事）
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特記仕様書１
００１

南房総市立嶺南中学校校舎棟予防改修工事（建築工事）

工事名称  5　電気保安技術者 [1.3.3] 12　石綿含有建材の [1.5.1] 18　電子納品 1 本工事は、電子納品の対象工事である。

　自家用電気工作物　　　一般電気工作物 調査 調査 電子納品は、「千葉県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕工事編】

特記仕様書 ただし、自家用電気工作物の場合は[1.3.3(1)～(3)]の他、次によるものとする。 　※石綿含有建材の事前調査 令和4年1月」（以下、「ガイドライン」という。）に基づいて行う。

工事現場に置く電気保安技術者は、千葉県自家用電気工作物保安規程第3条に定める 2 工事完成検査時には、（公財）千葉県建設技術センター（以下、センターという。）

Ⅰ　工事概要 工事管理者（　　　　　　）の任命する監督職員の指示に従い保安業務を行う。 　　貸与資料 　から発行される「千葉県電子媒体（副本）納品事前受付書」を、携行すること。

分析による石綿含有建材の調査 3 工事完成検査後は、速やかに電子媒体１部と「千葉県電子媒体（副本）納品事前

1 工事場所  6　工事用電力設備の [1.3.4] 　　分析対象 受付書」をセンターに送付すること。また、その後、センターから発行される「千葉

保安責任者 工事用電力設備の保安責任者は、使用区域を変更しようとする場合は、千葉県自家用 　　　アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、 県電子媒体（副本）受領書」を監督職員に提出すること。

2 改修建物概要 電気工作物保安規程第26条第3項の規定による「自家用電気工作物使用区域変更届出書」 　　　トレモライト なお、電子成果品は工事請負契約書第45条の対象とし、電子データに不備が確認さ

の作成に必要な資料を提出すること。 　分析方法 れた場合、受注者は修正作業を行わなければならない。
定性分析方法 定量分析方法建築面積 延べ面積 4 「ガイドライン」の解釈に疑義がある場合は、監督職員と協議の上で決定すること。

建 物 名 称 構　造 階　数 備　考
(㎡) (㎡) (JIS A 1481-1)または (JIS A 1481-3)、(JIS A 1481-4)材料名 7　条件明示項目 [1.3.5]

(JIS A 1481-2) または(JIS A 1481-5)フレックス工期契約制度 19　施工図等の取扱 施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。
　　　（箇所） 　　　（箇所）　適用する　工事着手期限　（令和　年　月　日）、工期の終期日（令和　年　月　日）
　　　（箇所） 　　　（箇所）留意事項（千葉県建設工事フレックス工期契約制度実施要領第5条） 20　県内生産品 受注者は「県内生産品使用状況調査票」を作成し工事完了時に監督職員に提出すると
　　　（箇所） 　　　（箇所）　(1) 受注者は、工事着手日を明らかにするため、契約締結後7日以内に ともに、完成検査後に以下の技術管理課メールアドレスに電子データで提出しなけれ

　　工事着手日通知書を発注者に届け出なければならない。 ばならない。

　(2) 契約締結日から工事着手日の前日までの間は、建設業法第26条に基づく サンプル数　　１箇所あたり３サンプル メール送付先：kensanhin@mz.pref.chiba.lg.jp

　　主任技術者又は監理技術者の設置を要しない。 　採取箇所 なお、監督職員への提出にあたっては、この特記仕様書の完成図等に含むものとし、

3 工事種目   ( ● 印の付いた種目) 　(3) 契約締結日から工事着手日の前日までの間は、建設工事請負契約書第11条 図示による ｢千葉県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン」【営繕工事編】に基づき、その

　構造改修 　その他 　　に基づく現場代理人の設置を要しない。 他フォルダに保存し、電子成果として提出することとする。

　(4) 工事着手日までの間は、工事の施工（現場事務所等の設置、 13　技能士 [1.7.2]
適用工事種別 技能検定の職種4 工事内容　 ( ● 印の付いた種目) 　　資機材等の発注及び工場製作等を含む）を行ってはならない。 21　施設点検 本工事完成（「工事目的物の引渡し」を行った日）後、２年以内（原則として１年目）
防水改修工事 　ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工事作業 　ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水工事作業(1) 大規模改修 　(5) 前金払は、工事着手日の10日前までは請求できない。 に施設点検（不具合の有無を確認し、その処理について協議）を行うので、施設改修

　ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系塗膜防水工事作業 　合成ゴム系ｼｰﾄ防水工事作業外　部 　(6) 工事実績情報システムへの登録に際しては、主任（監理）技術者及び 課から依頼があり次第、施設点検に立ち会い協力するものとする。
　塩化ﾋﾞﾆﾙ系ｼｰﾄ防水工事作業 　ｾﾒﾝﾄ系防水工事作業　屋上防水改修 　外壁改修 　金属製建具一部取り替え 　　現場代理人の従事期間は、工事着手日をもって登録するものとする。
　ｼｰﾘﾝｸﾞ防水工事作業 　改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄﾄｰﾁ工法防水工事作業　ガラス取り替え 　サッシ廻りシーリング打ち替え 　ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ取り替え 　　（工事契約日から工事着手日の前日までを除くこととする。） 22　埋設配管・配線 あと施工アンカー工事
　ＦＲＰ防水工事作業 　左官作業 　内外装板金作業　屋上手摺取り替え 　竪樋取り替え 　ガラスシール替え 　適用しない 及び鉄筋調査 建築改修工事特記仕様書（構造）第5章による。

外壁改修工事 　左官作業 　タイル張り作業 　建築塗装作業

建具改修工事 　ビル用サッシ工事作業 　ガラス工事作業工事を施工しない日・時間帯 コア抜き、はつり工事等
内装改修工事 　自動ドア施工作業内　部 ※既存資料調査

　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床仕上げ工事作業 　ｶｰﾍﾟｯﾄ系床仕上げ作業　天井張り替え 　内壁塗り（貼り）替え 　巾木塗り（貼り）替え 　探査機（電磁波レーダー法又は電磁誘導法）による探査
　ボード仕上げ工事作業 　鋼製下地工事作業　床張り替え 　便所改修 　障害者便所設置 配管　配線等の位置の墨出しを行う。
　塗装作業 　大工工事作業 　タイル張り作業　便所地下ピット設置 　土間配管（配線）ピット設置 資材置場及び駐車場所 範囲　　※図示　　　　

塗装改修工事 　建築塗装作業　木製建具取り替え 　黒板張り替え 　掲示板張り替え 　　敷地内　　　　敷地外（　　無償　　　有償） 　放射線透過試験
耐震改修工事 　鉄筋組立作業 　型枠工事作業 　とび作業　教壇取り替え 　ロッカー取り替え　 労働安全衛生法、「電離放射線障害防止規制」（昭和47年労働省令第41号）等に定
ブロック工事 　コンクリートブロック工事作業 めるところによるほか、次による。
ＡＬＣ工事 　ＡＬＣパネル工事作業部分使用 (1) 作業主任者は、エックス線作業主任者の資格を有するものとし、資格を証明す
石工事 　石張り作業(2) 構造改修 　有り　　　　　　無し る資料を監督職員に提出する。
植栽工事 　造園工事作業　構造壁設置 （鉄骨ブレース壁 箇所、RC造 箇所、 令和  年  月  日までに下記部分について、部分使用するので協力すること。 (2) 放射線照射量は最小限のものとし、照射中は人体に影響のない程度まで照射機

　柱設置 （RC造 箇所、S柱 箇所、 部分使用箇所 より離れる。また、作業者以外の立入禁止措置を講ずる。

　柱補強 （鉄板巻き 箇所、RC増打 箇所、 [1.7.9] (3) 露出時間は、コンクリートの厚さ等により、適宜調整する。

　その他 （RC袖壁 箇所、RC床 箇所、基礎補強  8　環境への配慮 [1.4.1] 14　化学物質の濃度 施工完了時及び部分使用引渡しに先立ち、室内空気中の揮発性有機化合物の濃度を測 (4) 付近にフィルム、磁気ディスク等放射線の影響を受けるものの有無を確認する。

建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、 測定 定し、監督職員に報告すること。 (5) 躯体の墨出しは、表裏でズレがないように措置を講ずる。

次の(1)から(4)を満たすものとする。 測定対象物質は、次による。 撮影枚数　　　枚　　

(3) その他 (1) 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、 　学校施設　ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、 フィルムサイズ

パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、 　　　　　　　エチルベンゼン、スチレン コンクリート厚さ　　　　cm

緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しな 　庁舎、住宅等　ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、

い又は発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放 　　　　　　　　　スチレン 23　設備工事との 設備機器の位置、取合い等が検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。

Ⅱ　建築改修工事仕様 散量」の区分に応じた材料を使用する。 着工前の測定　　　行う　　　　　　行わない 取合い 施工範囲は別記－２ （工事区分表） による。

1 共通仕様 (2) 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材 測定対象室　　　　仕上表による　　図示　　　　  

(1) 図面及び本特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記仕様書等のうち、 料を使用する。 測定箇所数　　　　仕上表による　　図示　　　　 24　設計ＧＬ ※図示　　　　　設計ＧＬ＝現状ＧＬ

　●を付けたものを適用する。 (3) 接着剤は、可塑剤（フタル酸ジ－ｎ－プチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシ

　公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（令和4年版）（以下、「改修標準仕様書」という。） ル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。 　(「官庁営繕部におけるホルムアルデヒド等の室内空気中の化学物質の抑制に関する 25　安全対策 1 受注者相互の緊密な連絡調整を図り、協力して工事を安全かつ円滑に実施することを

　公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（令和4年版）（以下、「標準仕様書」という。） (4) (1) の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムア  　措置について」（平成24年4月5日　国営整第4号）、「官庁営繕部における平成 　目的とする「工事関係者連絡会議」を設置すること。

　建築物解体工事共通仕様書（令和4年版） ルデヒド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない 　 １５年度からのホルムアルデヒド等の室内空気中の化学物質の抑制に関する措置 2 発注者で組織する安全対策委員会が行う安全審査、施行条件検討、安全点検等に協力

(2) 電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの工事特記 材料を使用したものとする。 　 について」参照） すること。

仕様書を適用する。 測定はパッシブ型採取機器により行う。

なお、電気設備工事の特記仕様書は　　　　　　　図、機械設備工事の特記仕様書は　　　　　　　図による。  9　材料の品質等 [1.4.2] その他、濃度測定方法等については、監督職員の指示による。 26　保険等 1 本工事の完成引渡しまで工事目的物及び工事材料を火災保険、建設工事保険その他の

1 本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質 　保険に付すること。

2 特記仕様 及び性能を有するものとする。 15　中間検査 [1.8.2] 2 「建設業退職金共済制度」に基づく「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」は工事

(1) 項目は、番号に●印の付いたものを適用する。 2 備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同 　中間検査を実施する　（回数：　　回） 　契約締結後、１か月以内に提出すること。

(2) 特記事項は、●印の付いたものを適用する。（※及び〇は適用しない。）〇 等品を使用する場合は監督職員の承諾を受ける。 実施時期：　　　 3 法定外の労災保険に加入し、工事着手までに保険証券の写し又はこれに代わるものを

(3) 特記事項に記載の [　　] 内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 3 標準仕様書及び改修標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、 中間検査の範囲　 　提出すること。

  また、（　　）内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 材料製造所の指定する工法とする。

(4) Ｇ 印は｢国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）｣に基づく、 4 本工事に使用する材料のうち、5 に指定する材料の製造業者等は、次の(1)から(6) 　本工事が低入札価格調査制度調査対象工事（以下、「調査対象工事」という）に該当 27　過積載による 工事の施工にあたっては、次の事項を厳守すること。

　　　　「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和4年2月25日変更閣議決定）」に定める特定調達物品における すべての事項を満たすものとし、この証明となる資料又は外部機関が発行する品質 した場合は、千葉県建設工事検査要綱（検査の区分を規定）及び中間検査実施細則 違法運行の防止 (1) 積載重量制限を超過して土砂を積み込まず、また、積み込ませないこと。

　判断の基準（特定調達品目「公共工事」においては表１中の品目ごとの判断の基準）を満たすものを示す。 及び性能等が評価されたことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。 （中間検査実施区分を規定）の定めに関わらず中間検査の指定対象工事として、中間 (2) さし枠装着車、不表示車等に土砂を積み込まず、また、積み込ませないこと。

(5) 構造改修については、別記構造特記仕様による。 ただし、製造業者等名が記載されているものは、証明となる資料等の提出を省略する 検査を実施する。 (3) 過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引渡しを受けるなど、

ことができる。 (1) 調査対象工事の中間検査の実施は、「中間検査実施細則」に関わらず原則として 　　過積載を助長するすることのないようにすること。

(1) 品質及び性能に関する試験データを整備していること。 ２ヶ月に１回、及び主要工種を考慮して施工上の変化点等で行うが、実施時期は (4) 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車

(2) 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 監督職員が指定する。なお、検査日及び検査監氏名は別途通知する。 　　等を土砂運搬に使用している場合は、早急に不正状況を解消する措置を講じるこ

(3) 安定的な供給が可能であること。 (2) 中間検査は、通知日までに完了した出来形部分の出来形確認及び技術的確認等を 　　と。
章 項　　目 特　　記　　事　　項

(4) 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。 行うが、給付の対象とはしない。

(5) 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 28　工事現場管理 受注者は、工事の施工にあたっては、不法　違反無線局（不法パーソナル無線）を設
1

各
章
共
通
事
項

 1　適用基準等 1　適用基準等 　建築工事標準詳細図　（令和4年） (6) 販売、保守等の営業体制を整えていること。 16　完成時の [1.9.1～3][表1.9.1] 置したトラック、ダンプカー等を工事現場に立ち入らせないこと。

5 製造業者等に関する資料の提出を求める材料 提出図書等 工事完成時の提出図書等は以下のものとする。
提出図書等 仕様 部数　建築工事安全施工技術指針　（平成27年） 　床型枠用鋼製デッキプレート、鉄骨柱下無収縮モルタル、無収縮グラウト材、 29　環境対策 受注者は、環境保全対策関係法令に従い工事現場地域の保全と円滑な工事施工を図る

　図面（A1版）折りたたみ製本 　A4 版　建設工事公衆災害防止対策要綱　（令和元年） 　乾式保護材、既調合モルタル、既調合目地材、ルーフドレン、吸水調整材、錠前類、 こと。
サイズ

　   部　千葉県福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル　（平成28年） 　クローザ類、自動ドア機構、自閉式上吊り引戸機構、重量シャッター、 (1) 受注者は、施工計画書“環境対策”内に、下記の項目について記載するものとする。

　公共建築木造工事標準仕様書　（令和4年） 　軽量シャッター、オーバーヘッドドア、防水材、現場発泡断熱材、 　大気汚染対策 ※騒音、振動対策 　水質汚濁対策
　　本工事中に作成した工事関係書類等をまとめたもの

　   部　フリーアクセスフロア、可動間仕切、移動間仕切、トイレブース、天井点検口、 　地盤沈下対策 　防塵対策 　一般廃棄物対策 　交通障害対策
 　　キャビネ判 　 2箇所 　 1 部　施設整備・管理のための天然ガス対策ガイドブック（平成19年3月） 　床点検口、グレーチング、屋上緑化システム、トップライト、 　その他

　完成写真 撮影箇所
　　箇所 　   部　ポリマーセメントモルタル、鋳鉄製ふた (2) 建設機械は、排ガス対策車及び低騒音型を使用すること。

(3) 特定粉じん排出等作業（法定外建築物　作業を含む）は、「建築物の解体等に係る
　関する資料 　   部 2　工事実績情報の [1.1.4] 10　材料の試験 [1.4.5] 　石綿飛散防止対策マニュアル」に基づき施工する。

登録 最終請負代金（消費税込）が500万円以上となる場合には、工事実績情報システム コンクリートの圧縮試験及び鉄筋の引張り試験については、（公財）千葉県建設技術 (4) 本工事で使用する軽油については、ＪＩＳ規格軽油を使用すること。
 　　電子納品による

　   部(CORINS)に基づき工事実績データを作成する。また、作成した内容について監督職員 センター等の試験機関で実施すること。 (5) 受注者は、県税事務所がその他の機関と合同で行う建設機械及び本工事に係る車両等

の確認を受けた後、以下に示す期間内に（一財）日本建設情報総合センターに所定の 　を対象とする燃料の抜取調査に対しては、監督員の指示により協力しなければならな

手続きにより登録すると共に、登録内容確認書の写しを提出する。 11　ワンデーレス 本工事は、ワンデーレスポンス対象工事である。 　い。

(1) 工事受注時　　　　　　契約締結後10日以内　　　　　　　　　　　　 ポンス 「ワンデーレスポンス」とは、受注者からの質問、協議への回答は基本的に「その日 17　ＣＡＤデータ (6) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）に基づく

(2) 登録内容の変更時　　　変更契約締結後10日以内 のうち(２４時間以内)」に回答するよう対応することである。 貸与するＣＡＤデータを当該工事の施工図または完成図の作成以外の目的に使用しては 　　環境物品等の調達の推進に関する基本方針における公共工事の配慮事項（「資材の梱

(3) 工事完成時　　　　　　工事完成後10日以内 ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者に確認の上、 ならない。 　　包及び容器は可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄物の負荷低減に配

回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。 　　慮されていること。」）に留意すること。

 3　発生材の処理等 [1.3.12] (1) 受注者は、施工計画に基づいて適正な計画工程を作成し、工事の先々を予見しな

発生材の処理等は、別記－１「建設副産物の処理」による。 がら施工すること。 30　創意工夫等 受注者は、工事施工において、自ら立案した創意工夫や技術力に関する項目、又は地

(2) 受注者は、工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を 域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了までに所定の

 4　適用区分 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。 比較照査し、差異が生じる恐れがある場合は、原因を究明すると共に速やかに文 様式により提出することができる。

　風圧力 書にて監督職員へ報告すること。

風速（Vo＝　　 m/s）

　地表面粗度区分（　　Ⅰ　　Ⅱ　　Ⅲ　　Ⅳ　）

　積雪荷重

平成12年5月31日建設省告示第1455号における区域　別表

　　工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。

　大規模改修

　図面（A1版 A3版）見開き製本 A2版

　営繕工事写真撮影要領　（令和５年）

　デジタル工事写真の小黒板情報電子化について　（国営建技第14号　令和5年3月1日）

測定時間　　　　　24時間　　　 

　完成図面
　２ 部

　 1 部
　工事関係図書

　保全に 　 1 部

　 2 部
　電子成果品

　完成写真の撮影者は、監督員が承諾した撮影者とする。

設計図ＣＡＤデータ　　貸与する　　　　貸与しない

金属屋根補修、全面塗り替え

既存建具調整 欄間開口部ふさぎ その他

木製フレーム塗り替え

６か所

予防改修

38

多目的室・音楽室・家庭科室・
技術室・英語教室・HB-2A
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②

②

③

③

増築建物　建築面積算定 増築建物　延床面積算定

建築面積
①3.500　×　3.715　＝　13.0025
②0.230　×　3.610　＝　 0.8303
③0.230　×　3.610　＝　 0.8303

延床面積
①3.500　×　3.715　＝　13.0025
②1.230　×　3.610　＝　 4.4403
③1.230　×　3.610　＝　 4.4403

21.8831

21.88㎡

計計 14.6631
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1号
建築物

1,171.25 1,493.23S造・2F・耐火

受水槽ポンプ室

除害施設機械室①

除害施設機械室②
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建築物
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S造・1F

4号
建築物
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校舎・屋内運動場
給食センター

1号
建築物

RC造一部S造・2F・準耐火 5,600.055,137.30

3 12.50RC造・1F
4号

建築物
12.50

6

7

260.11

201.60

4号
建築物

木造・1F

S造・1F・準耐火 245.70教室棟（既存）

260.11

ゴミ置き場（既存）

自転車置き場（既存）

欠番

欠番

欠番

29.80

28.50

29.80

29.80

29.8629.80

29.80

29.65

29.50

29.50

29.35

29.3029.3029.3029.30

29.65

29.50

28.50

28.71

28.02

28.90

28.50

28.90

29.47

29.80

29.87

29.80

29.50

29.40

28.00

29.8028.50

29.40

29.6329.61

29.65

28.50

29.52

28.40

28.50

29.80

28.50

29.73

28.00

30.02

29.50

28.00

30.22

30.12

30.12

30.06

30.10

29.86

29.86 29.86

29.86

30.12
29.9029.86

29.50

30.12

29.50

29
.
8
2

3
0
.9

7

付近案内図　1/10,000

テニスコート

プール

調整池

プール

中庭

校庭

駐車場

駐車場

園庭

テニスコート

プール

調整池

プール

中庭

校庭

駐車場

駐車場

園庭

調整池

野球場

敷
地
内
通
路

◆敷地の周り間寸法は敷地求積図による

調整池

野球場

敷
地
内
通
路

建物番号［3］
ゴミ置場

（既存建物）

建物番号［6］
自転車置場

（既存建物）

建物番号［1］-③
渡り廊下1

（既存建物）

申請建築物［11］
渡り廊下2（既存建物）

建物番号［21］
物置1（既存建物）

建物番号［8］
子育て支援

（既存建物）

建物番号［1］-②
小学校

（既存建物）

建物番号［16］
ダックアウト1（既存建物）

建物番号［18］
物置2（既存建物）

建物番号［17］
ダックアウト2（既存建物）

建物番号［20］
物置3（既存建物）

建物番号［19］
ダックアウト3（既存建物）

建物番号［13］
屋外倉庫（既存建物）

建物番号［15］
物置5（既存建物）

建物番号［14］
物置4（既存建物）建物番号［1］- ①

屋内運動場
（既存建物）

建物番号［1］
中学校

（既存建物）

建物番号［7］
教室棟

（既存建物）

25

建物番号［25］
車寄せ２

（増築建物）

建物番号［9］
園舎

（既存建物）

改修範囲

改修範囲

建物番号［12］
渡り廊下3

（既存建物）

申請建築物［10］
車寄せ（既存建物）

建物番号［23］
除害施設機械室
（既存建物）

建物番号［24］
除害施設機械室
（既存建物）

建物番号［1］
屋内運動場
（既存建物）

建物番号［22］
受水槽ポンプ室
（既存建物）

建物番号［1］-①
学校給食センター

（既存建物）

建物番号［1］-②
渡廊下

（既存建物）

計画概要

建物場所

用途地域

敷地面積

建物名称 構造規模用途 建築面積（㎡） 延べ床面積（㎡）
建物
番号

80,696.21㎡

1
1号

建築物

S造一部SRC造・1F・準耐火 1,847.30

4,738.52 5,635.67小学校（既存）

③渡り廊下1
RC造一部S造・2F・準耐火

南房総市沓見2705番地他３筆

指定なし

日影規制

高度地区

主要用途

指定なし

指定なし

5.0h-3.0h/4ｍ　リゾート特区

学校兼給食センター（小学校,中学校,学校給食センター）
児童福祉施設等（幼保一体化施設,子育て支援施設）

建蔽率/容積率

防火地域 指定なし

都市計画区域 都市計画区域外

指定なし２２条地域

14,309.88 15,529.40

12

13

14

15

16

17

18

19

20

4号
建築物

4号
建築物

4号
建築物

4号
建築物

4号
建築物

4号
建築物

4号
建築物

4号
建築物

S造・1F

S造・1F

S造・1F

S造・1F

S造・1F

S造・1F

S造・1F

小学校

小学校

中学校

中学校

中学校

中学校

中学校

130.60

7.60

7.60

10.20

10.20

7.60

10.20

130.60

7.60

10.20

10.20

7.60

7.60

7.60

10.20

（小学校）

（小学校）

（テニス）

（野球）

（野球）

渡り廊下3

1号
建築物

中学校・小学校
（倉庫）

7.60

S造一部RC造・1F

CB造一部RC造・1F

8

9

10

11

1号
建築物

4号
建築物

4号
建築物

児童福祉施設等

203.00
1号

建築物

1号
建築物

1,875.12
2,078.12

子育て支援

園舎

車寄せ

渡り廊下2

S造・1F・準耐火

2,503.60

S造一部RC造・1F

21

幼保一体化施設
（既存）

屋外倉庫（既存）

物置④（既存）

物置⑤（既存）

ダッグアウト①（既存）

ダッグアウト②（既存）

物置②（既存）

ダッグアウト③（既存）

物置③（既存）

物置①（既存）
4号

建築物
小学校

S造・1F

S造・1F

S造・1F・準耐火

7.607.60

22

23

24

25

15,507.5214,295.22

14.66 21.88

55.90

3,732.47

①屋内運動場

②校舎

①学校給食センター

②渡廊下

1,416.20

77.03

25 25

敷地内　合計

既存部分　計

増築部分　計

南房総市役所 丸山分庁舎

工事場所：南房総市沓見２７０５番地

嶺南学園

国
道
410号

線

国道128号
線
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１階・２階平面図
１０２

南房総市立嶺南中学校校舎棟予防改修工事（建築工事）

凡例

：上部外倒し窓の開閉不良個所の調整

：既存排煙オペレーター　ハンドル部収納不良箇所の調整

天井改修工事対象の室名を示す

PS

床：直張りフローリング撤去・新設

AW
96

高窓高窓
AW
95

点字鋲交換：68箇所

点字鋲交換：9箇所

点字鋲交換：8箇所

既存庇：塩ビ板撤去のうえ、
アルミ板t=3新設

3.4㎡

壁撤去、新設

AW
97

高窓

上部壁ふさぎ新設 上部壁ふさぎ新設上部壁ふさぎ新設上部壁ふさぎ新設上部壁ふさぎ新設上部壁ふさぎ新設

AW
95

AW AW
96 97

天井内既存ケーブル：
防火貫通処理３本
フィブロックにて処理

天井内の鉄骨取り合い部
壁隙間ふさぎ：
強化石こうボード t=12.5
 W=500×2m

Dエ

Dエ

Dエ

Dア Dア Dア

Dア

Dア

Dア

Dア

Dア

Dア

Dア

Dア Dア

DエDエDエDエDエDエ Dエ

Dエ

Dエ

Dエ

Dエ

Dエ

ウッドデッキ敷き Dア Dア

土間コンクリート

Dア

Dエ

Dエ

Dエ

Dエ Dエ

Dエ Dエ Dエ Dエ

Dア Dア Dア

Dア

Dア

Dエ

Dア

Dア

Dア

DアDア

Dア

土間コンクリート

Dア

コンクリート舗装の上

土間コンクリート

WC

US

Dエ土間コンクリート

RD（中）RD（中）RD（中） RD（中）RD（横）

RD（横引）RD（横引） OF

排水溝

RD(縦)

Dア Dア Dア Dア

Dア

RD（中） RD（中）

庇

ハト小屋
ハト小屋

ハト小屋

OF

RD（横引）

RD（中）RD（中） OFOF

コンクリート舗装

教育支援室

AY1

AY2

AY3BY1

BY3

BY4

BY5

BY6

BY7

BY8

BY9

AX9BX1 BX2 BX3 BX4 BX5 BX6 BX7 BX8 BX9 BX10 BX12

AX12 AX10'

BX11

BY9

BY7

BY6

AX13

AY8

AY7

AY6

AY5

AY4

AY3

AY2

AY1

 AX6'
 AY3'BY2

AX2 AX3 AX4 AX5 AX6 AX8 AX9 AX10 AX11 AX12AX7 AX13AX1

AY1

AY2

AY3

 AY3'

AY1

AY2

AY3

8
,
4
0
0

8
,
4
0
0

8
,
4
0
0

3
,
5
0
0

8,0001,825

工事範囲外

工事範囲外

工事範囲外

1,380

美術室

創作テラス

多目的活動室
ステージ

畳コーナー

会議室

メディア

用務員室

外階段

ラウンジ

相談室

玄関

昇降口

階段
4

階段
3

男子
便所2

ポンプ室

家庭科
準備室

湯沸
楽器庫

倉庫7

倉庫1

生活

倉庫6

サイエンスメディア 国語メディア

倉庫
5

数学教室 グループ
学習室1

共通教室 国語教室

倉庫4

理科室

中庭

校務センター

校長室兼会議室

多目的トイレ女子便所1

男子便所1

更衣室

更衣室

家庭科室

創作メディア準備室

女子便所2

理科準備室

放送コーナー

メディアセンター

コンピュータ室

技術室

普通教室

普通教室

普通教室

雨水

保健室

屋外
倉庫

消火
ポンプ室

国際メディア

グループ
学習室2

階段
1

社会科教室英語教室

EV

中庭

進路資料
コーナー

吹抜

女子
更衣室

男子
更衣室テラス テラステラス

吹抜 吹抜吹抜

ＨＢ－1 BＨＢ－1 AＨＢ－3 BＨＢ－3 A

生徒会室

進路指導室

男子便所3 女子便所3
吹抜

テラス
ＨＢ－2 BＨＢ－2 A

EV

音楽室

階段２

室　名

3
,
8
0
0

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

8
,
5
0
0

7
,
0
0
0

8
,
5
0
0

6
,
5
0
0

4
,
0
0
0

7
,
0
0
0

8
,
0
0
0

1
,
8
0
0

6
5
,
3
0
0

8
,
4
0
0

7
,
6
0
0

8
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

8
,
0
0
0

1
,
8
0
0

5
3
,
0
0
0

1
,
6
0
0

8,800 15,400 1,600

7,000 8,400

7
,
8
0
0

8
,
0
0
0

1
5
,
8
0
0

3,450 5,550 3,000 2,550 3,650 6,000 6,000 6,000 6,000 4,200 7,800

3,500 8,500 225

1
,
5
0
0

4,600

4
,
0
0
0

1
5
,
0
0
0

1
,
8
0
0

8
,
0
0
0

7
,
0
0
0

2
,
3
0
0

5
,
7
0
0

1,500 74,800 1,500

8,4004,0008,4003,4005,6003,4008,4004,0008,4008,4004,0008,400

4,000 4,400

7
,
0
0
0

8
,
0
0
0

1
5
,
0
0
0

500 500 1,000 1,000 500 500 500 500

1,600 1,600

２階平面図 １／ ２００

１階平面図 １／ ２００

掃除
用具

収納棚
F-29

排煙窓

排煙窓

▼ＦＬ

▼ＦＬ

▼ＦＬ

AW
97

AW
96

AW
95

１階 多目的
　　　活動室上部

排煙窓

２階 ＨＢ上部

１階 音楽室上部

符号

（材質）
設置場所 形状 数量

　1

　1

ST-4

ST-4

ST-4

(70)

(70)

(70)

附属金物一式

附属金物一式

附属金物一式

排煙オペレーター

排煙オペレーター

排煙オペレーター

面付サッシ

面付サッシ

面付サッシ

水切皿板（１００）

木製額縁用アングル

木製額縁用アングル

水切皿板（１００）

木製額縁用アングル

水切皿板（１００）

金物等

アルミ

アルミ

アルミ

B-2

B-2

B-2

　1

4,
77
0

78
0

3,410

5,
55

0

5,670

1,
00

0
5,

73
06,
73

0

5,670

1,
00

0
5,

73
06,
73

0
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屋根伏図（１）

陸屋根
１０３

南房総市立嶺南中学校校舎棟予防改修工事（建築工事）

凡例

記号 改　修　内　容

改　修　内　容

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

ＣＢＢ Ｃ

Ａ

Ｃ

ＢＣ

Ｄ

Ｄ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

既存

改修

コンクリート金ゴテ押え

既存

改修

庇

Ｃ

Ｄ

基礎

コンクリート金ゴテ押えの上、塗膜防水

改修

既存
テラス

Ｂ

床面　：コンクリート金ゴテ押え、アスファルト防水（AI-2)、断熱材t=35、絶縁クロス
　　　　押えコンクリートt=80(ワイヤーメッシュ入)伸縮目地＠3000程度
　　　　ウッドデッキ：ウリン材20×105(目地幅5mm程度)
　　　　根太：ウリン材50×70＠500、鋼製束：m12(SUS)＠900
立上り：アスファルト露出防水

改修

床面　：コンクリート金ゴテ押え、アスファルト防水（AI-2)、断熱材t=35、絶縁クロス
　　　　押えコンクリートt=80(ワイヤーメッシュ入)伸縮目地＠3000程度
立上り：アスファルト露出防水

Ａ

既存

防水改修範囲を示す

共通事項

 RD（縦）

 RD（横）

 RD（中）

 Dア

 Dエ

OF

軒樋

記号

ステンレス製オーバーフロー管60.5φ　清掃

アルミ既製品　清掃

陸屋根

床面　：雑草刈り取りの上、除草剤散布、伸縮目地撤去・新設
　　　　高圧水洗浄・下地補修の上、塗膜防水（通気緩衝工法）X-1同等工法新設
　　　　脱気筒1箇所/70㎡設置、改修用ルーフドレイン新設
立上り：既存アスファルト露出防水撤去、押え金物撤去
　　　　下地補修の上、塗膜防水（密着工法）X-2工法新設

高圧水洗浄・下地補修の上、塗膜防水（密着工法）X-2工法新設

横引きRD75φ用　改修用RD新設

アルミ製竪樋75φ（バンドレスタイプ）　既存のまま

塩ビ製 竪樋75φ　既存のまま

高圧水洗浄・下地補修の上、塗膜防水（密着工法）X-2工法新設
既存ルーフドレイン清掃

床面　：雑草刈り取りの上、除草剤散布、伸縮目地撤去・新設
　　　　高圧水洗浄・下地補修の上、塗膜防水（通気緩衝工法）X-1同等工法新設
　　　　脱気筒1箇所/70㎡設置、改修用ルーフドレイン新設
　　　　ウッドデッキ：下地共撤去のうえ、再生木材デッキ新設
　　　　立上り：既存アスファルト露出防水撤去、押え金物撤去
　　　　下地補修の上、塗膜防水（密着工法）X-2工法新設

縦引きRD75φ用　清掃

中継RD75φ用　清掃

車寄せ
増築

N

ステンレス
タラップ（5段）

RD（横）

Dエ

RD（中）RD（中）

Dエ

RD（横）

RD（横）

Dエ

Dエ

RD（横）

RD（横）
Dエ

RD（中）RD（中）

庇

排水溝W=300

排水溝W=300

排水溝W=300

排水溝W=300

RD（横）
Dエ

ステンレス
タラップ（5段）

RD（横）

Dア

RD(縦)

ハト小屋 ハト小屋

RD（中）RD（中） 排水溝
RD（横）

Dア

庇
排水溝W=300

Dア

RD（横）

ハト小屋ハト小屋

RD（横）

Dア Dア Dア

OF OF

RD（横）

Dア

Dア

排水溝W=300

庇

RD（横）

Dア

RD（横）

RD（横）

目隠し壁基礎：
540×540×600H
（×14ヶ所）

Ｈ鋼：200×200
（長辺方向２ヶ所ずつ）

設備基礎：
300×1250×150H
（×8ヶ所）

排水溝W=300

RD(縦)

RD（中）

ハト小屋

Dア

OF

Dア

Dア

RD（横）

排水溝W=300

RD（横）

Dア

設備基礎：
1500×2300×150H

目隠し壁基礎：
540×540×600H
（×5ヶ所）

Ｈ鋼：200×200
（長辺方向２ヶ所ずつ）

設備基礎：
300×1250×150H
（×13ヶ所）

RD（中）

RD（横）RD（横） OFRD（横）

既存アルミＥＸＰ．Ｊカバー W=600
：ズレ調整（取り外し、再取付）

既存アルミＥＸＰ．Ｊカバー W=600
：ズレ調整（取り外し、再取付）

AY1

AY2

AY3BY1

BY3

BY4

BY5

BY6

BY7

BY8

BY9

AX12 AX10'

BY9

BY7

BY6

AX13

AY8

AY7

AY6

AY5

AY4

AY3

AY2

AY1

AX2 AX3 AX4 AX5 AX6 AX8 AX9 AX10 AX11 AX12AX7 AX13AX1

AX9BX1 BX2 BX3 BX4 BX5 BX6 BX7 BX8 BX9 BX10 BX12BX11

 AY3'BY2  AX6'

工事範囲外

吹抜

テラス テラステラス

吹抜 吹抜吹抜

屋上機械置場

中庭

屋上機械置場

中庭

テラス

吹抜
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屋根伏図（２）

勾配屋根
１０４

南房総市立嶺南中学校校舎棟予防改修工事（建築工事）

改　修　内　容

凡例

記号 改　修　内　容

共通事項

 RD（縦）

 RD（横）

 RD（中）

 Dア

 Dエ

OF

軒樋

記号

ステンレス製オーバーフロー管60.5φ　清掃

アルミ既製品　清掃

縦引きRD75φ用　清掃

既存

改修

既存

改修

勾配屋根
（平屋部分）

勾配屋根
（平屋部分）

高圧水洗浄の上、
低汚染・超耐久型フッ素樹脂系屋根用遮熱塗料新設

鋼板平葺き 野地板t12

折板屋根ガルバリウム鋼板t0.6 ハゼ式 水勾配：3/100

Ｅ

Ｆ

Ｆ

Ｈ

Ｇ

Ｅ

Ｆ

Ｆ

高圧水洗浄の上、
低汚染・超耐久型フッ素樹脂系屋根用遮熱塗料新設

屋根：コンクリート金ゴテ押えの上均しモルタル下地、
アスファルトルーフィング940(22kg品)、
2層式木毛セメント板t=40（アスファルトフェルト17kg貼付）、
ビーズ発泡ポリスチレン板、
段付ハゼ定尺工法＠240(カラーアルミt=0.7)
発泡ポリエチレンt=4.0裏貼

軒先：コンクリート金ゴテ押えの上均しモルタル下地、
アスファルトルーフィング940(22kg品)、
段付ハゼ定尺工法＠240(カラーアルミt=0.7)
発泡ポリエチレンt=4.0裏貼

既存

勾配屋根
（平屋部分）

Ｆ

屋根改修範囲を示す

既存

屋根：コンクリート金ゴテ押えの上均しモルタル下地、
アスファルトルーフィング940(22kg品)、
2層式木毛セメント板t=40（アスファルトフェルト17kg貼付）、
ビーズ発泡ポリスチレン板、
嵌合式瓦棒葺（丸桟カバータイプ）＠455(カラーアルミt=0.7)
発泡ポリエチレンt=4.0裏貼

軒先：コンクリート金ゴテ押えの上均しモルタル下地、
アスファルトルーフィング940(22kg品)、
嵌合式瓦棒葺（丸桟カバータイプ）＠455(カラーアルミｔ＝0.7)
発泡ポリエチレンt=4.0裏貼

Ｅ

勾配屋根
（2階建部分）

改修
高圧水洗浄・リベット補修の上、
低汚染・超耐久型フッ素樹脂系屋根用遮熱塗料新設

改修
高圧水洗浄・リベット補修の上、
低汚染・超耐久型フッ素樹脂系屋根用遮熱塗料新設

横引きRD75φ用　改修用RD新設

中引きRD75φ用　清掃

アルミ製竪樋75φ（バンドレスタイプ）　既存のまま

塩ビ製 竪樋75φ　既存のまま

車寄せ
増築

（エスケー化研：クールタイトEL工法、上塗り材クールタイトF　同等品）

（エスケー化研：クールタイトEL工法、上塗り材クールタイトF　同等品）

N

水勾配 3/10
水勾配 3/10

水
勾

配
 3

/1
0

水
勾

配
 3

/1
0

水勾配 3.5/10 水勾配 3.5/10

水勾配 3/10

水勾配 3/10

水
勾

配
 3

/1
0

水
勾

配
 3

/1
0

中庭

RD（縦）RD（縦）RD（縦）

RD（縦）

RD（縦）

RD（縦）

RD（縦）

RD（縦）

RD（縦） RD（縦）

RD（縦）RD（縦）RD（縦）RD（縦）

RD（縦）

RD（縦）

RD（縦）

RD（縦）

RD（縦） RD（縦）

RD（縦）

RD（縦）

RD（縦）

RD（縦）

RD（縦）

1,000

水
勾

配
 3

/1
0

RD（縦）RD（縦）

RD（縦）

RD（縦）

RD（縦） RD（縦）RD（縦）

RD（縦）

RD（縦）RD（縦）RD（縦）RD（縦）RD（縦）RD（縦）RD（縦）

RD（縦）

RD（縦）

RD（縦）

RD（縦）
RD（縦）

RD（縦）RD（縦）

RD（縦）

RD（縦）

点検用金物

点検用金物

点検用金物

点検用金物

庇

庇

庇

RD（縦）

A-121図参照

プレハブ校舎
軒樋：撤去のうえ、新設

既存庇：塩ビ版撤去のうえ
アルミ板t=3新設

AY1

AY2

AY3BY1

BY3

BY4

BY5

BY6

BY7

BY8

BY9

AX12 AX10'

BY9

BY7

BY6

AX13

AY8

AY7

AY6

AY5

AY4

AY3

AY2

AY1

AX2 AX3 AX4 AX5 AX6 AX8 AX9 AX10 AX11 AX12AX7 AX13AX1

AX9BX1 BX2 BX3 BX4 BX5 BX6 BX7 BX8 BX9 BX10 BX12BX11

 AY3'BY2  AX6'

工事範囲外

中庭
屋上機械置場

テラステラステラス

屋上機械置場

勾配屋根
（2階建部分）

勾配屋根
（平屋部分）

勾配屋根
（2階建部分）

勾配屋根
（平屋部分）

テラス
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立面図１

南房総市立嶺南中学校校舎棟予防改修工事（建築工事）

記号 記号 記号 記号記号 改　修　内　容 改　修　内　容 改　修　内　容 改　修　内　容 改　修　内　容

ア シ オ ア シ オ ア シ ア シ ア

ウサウ

コＣ

ウウ

ＣＣＣ

ウウウ

キ キ

ケ ケ ケ ケ ケ

カ オ

ウ

Ｃ

カ

カ

オ

ウ

ア

カ
カＣウ

カ

Ｃオ

キ

ケ

イ

サ

ウ

Ａ

Ａ

Ｃ

Ｄ

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ

Ｃ

B

B

Ａ

B Ａ

Ｂ

ＣＣ

Ａ

Ｃ

Ｃ

Ａ
Ｃ

Ｃ Ａ

B B B B B B

B

B

Ｃ

ケ

Ａ

Ｃ

コ

コ

Ａ

Ｃ

オ

ウ B

改修
ウ B

既存

改修

ウ

既存

改修
イ 高圧水洗浄・リベット補修の上、

低汚染・超耐久型フッ素樹脂系屋根用遮熱塗料新設

既存

ア
改修

既存

高圧水洗浄・リベット補修の上、
低汚染・超耐久型フッ素樹脂系屋根用遮熱塗料新設

勘合式瓦棒葺（カラーアルミt0.7（発泡ポリエチレンt4裏張））

段付ハゼ定尺工法（カラーアルミt0.7（発泡ポリエチレンt4裏張））

A

改修
エ

既存 杉板目隠し壁

清掃の上、自然系植物性オイル塗料新設

改修
キ

化粧目地既存

改修
カ

既存

改修
オ

既存

打継目地シール新設

打継目地シール撤去

誘発目地シール新設

改修

既存

改修
コ

木製化粧柱：杉１０５×１０５既存

改修
ケ

アルミパネル既存

清掃の上、自然系植物性オイル塗料新設

改修
ス

アルミ製目隠し壁既存

改修
シ

既存

Ｄ
改修

磁器質５０角タイル張り既存

改修
Ｃ

既存

Ｂ
改修

既存

改修

既存

下地補修の上、
コンクリート打放し調ファンデーション塗料新設

Ａ

コンクリート打放し補修の上、外装薄塗材Ｅ（微弾性）吹付

杉板型枠コンクリート打放し仕上げ（撥水材塗布）

コンクリート打放し仕上げ（撥水材塗布）

清掃の上、自然系植物性オイル塗料新設

高圧水洗浄・下地補修の上、
コンクリート打放し調ファンデーション塗料新設

高圧水洗浄・下地補修の上、
超低汚染型水性フッ素樹脂塗料新設

高圧水洗浄

清掃

清掃

清掃

清掃

スチール手摺

竪樋：アルミ製７５φ既存のまま

竪樋：塩ビ製７５φ既存のまま

－

－

誘発目地シール撤去

木製化粧ルーバー

サ

AW
97

高窓

庇先端ヘアクラック多数

0.9m0.6m 柱側面
0.3

柱側面含め
0.8m

東側立面図 １／ ２００

南側立面図 １／ ２００

外部仕上げ凡例

AY2 AY3 AY4 AY5 AY6 AY7AY1

AX1 AX2 AX3 AX4 AX5 AX6 AX7 AX8 AX9 AX10 AX11 AX12

AY8

AX13

渡り廊下

9
5
0

2
,
4
0
0

6
4
0
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立面図２

南房総市立嶺南中学校校舎棟予防改修工事（建築工事）

記号 記号 記号 記号記号 改　修　内　容 改　修　内　容 改　修　内　容 改　修　内　容 改　修　内　容

サ

ウ

ウ

Ｃ

ウ

Ｃ

ウ

コ

カ

ウ

ウ

コ

ウ

アＣ

ケ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

A

AA

A

A

A

コ

A

改修
ウ B

既存

改修

ウ

既存

改修
イ 高圧水洗浄・リベット補修の上、

低汚染・超耐久型フッ素樹脂系屋根用遮熱塗料新設

既存

ア
改修

既存

高圧水洗浄・リベット補修の上、
低汚染・超耐久型フッ素樹脂系屋根用遮熱塗料新設

勘合式瓦棒葺（カラーアルミt0.7（発泡ポリエチレンt4裏張））

段付ハゼ定尺工法（カラーアルミt0.7（発泡ポリエチレンt4裏張））

A

改修
エ

既存 杉板目隠し壁

清掃の上、自然系植物性オイル塗料新設

改修
キ

化粧目地既存

改修
カ

既存

改修
オ

既存

打継目地シール新設

打継目地シール撤去

誘発目地シール新設

改修

サ

既存

改修
コ

木製化粧柱：杉１０５×１０５既存

改修
ケ

アルミパネル既存

清掃の上、自然系植物性オイル塗料新設

改修
ス

アルミ製目隠し壁既存

改修
シ

既存

Ｄ
改修

磁器質５０角タイル張り既存

改修
Ｃ

既存

Ｂ
改修

既存

改修

既存

下地補修の上、
コンクリート打放し調ファンデーション塗料新設

Ａ

コンクリート打放し補修の上、外装薄塗材Ｅ（微弾性）吹付

杉板型枠コンクリート打放し仕上げ（撥水材塗布）

コンクリート打放し仕上げ（撥水材塗布）

清掃の上、自然系植物性オイル塗料新設

高圧水洗浄・下地補修の上、
コンクリート打放し調ファンデーション塗料新設

高圧水洗浄・下地補修の上、
超低汚染型水性フッ素樹脂塗料新設

高圧水洗浄

清掃

清掃

清掃

清掃

スチール手摺

竪樋：アルミ製７５φ既存のまま

竪樋：塩ビ製７５φ既存のまま

－

－

誘発目地シール撤去

木製化粧ルーバー

Ａ

Ａ

0.9m

0.9m

0.9m

0.4m

4.0m

0.8m

0.6m

内部壁：1.3m

コールドジョイント
3.7m

コールドジョイント
3.2m

0.4m0.4m

0.6m

昇降口廻り立面図 １／ ２００

外部仕上げ凡例

開口：200φ

ステンレスタラップ（７段）

AY3 AY2 AY1  AX6'

AX13 AX12  AX10' AX9 AX8

AX7

 AX6'AX7

共通教室

ＨＢ－1A

国語メディア

中庭

10

3

10

3
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立面図３

南房総市立嶺南中学校校舎棟予防改修工事（建築工事）

記号 記号 記号 記号記号 改　修　内　容 改　修　内　容 改　修　内　容 改　修　内　容 改　修　内　容

ウ

ウ Ｃ

Ａ Ｃ

ウ Ｃ

ウ

ウ

Ｃ

Ａ

コ

ア

Ａ

Ｃ

ウ

Ｃ

コ

ケ

ＡＡ

ＡＡ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ Ａ

Ａ

コ

A

B

A

A

Ｃ

ウ
B

Ｃ

A

B

改修
ウ B

既存

改修

ウ

既存

改修
イ 高圧水洗浄・リベット補修の上、

低汚染・超耐久型フッ素樹脂系屋根用遮熱塗料新設

既存

ア
改修

既存

高圧水洗浄・リベット補修の上、
低汚染・超耐久型フッ素樹脂系屋根用遮熱塗料新設

勘合式瓦棒葺（カラーアルミt0.7（発泡ポリエチレンt4裏張））

段付ハゼ定尺工法（カラーアルミt0.7（発泡ポリエチレンt4裏張））

A

改修
エ

既存 杉板目隠し壁

清掃の上、自然系植物性オイル塗料新設

改修
キ

化粧目地既存

改修
カ

既存

改修
オ

既存

打継目地シール新設

打継目地シール撤去

誘発目地シール新設

改修

サ

既存

改修
コ

木製化粧柱：杉１０５×１０５既存

改修
ケ

アルミパネル既存

清掃の上、自然系植物性オイル塗料新設

改修
ス

アルミ製目隠し壁既存

改修
シ

既存

Ｄ
改修

磁器質５０角タイル張り既存

改修
Ｃ

既存

Ｂ
改修

既存

改修

既存

下地補修の上、
コンクリート打放し調ファンデーション塗料新設

Ａ

コンクリート打放し補修の上、外装薄塗材Ｅ（微弾性）吹付

杉板型枠コンクリート打放し仕上げ（撥水材塗布）

コンクリート打放し仕上げ（撥水材塗布）

清掃の上、自然系植物性オイル塗料新設

高圧水洗浄・下地補修の上、
コンクリート打放し調ファンデーション塗料新設

高圧水洗浄・下地補修の上、
超低汚染型水性フッ素樹脂塗料新設

高圧水洗浄

清掃

清掃

清掃

清掃

スチール手摺

竪樋：アルミ製７５φ既存のまま

竪樋：塩ビ製７５φ既存のまま

－

－

誘発目地シール撤去

木製化粧ルーバー

シ

コ

2.2m1.8m

外部仕上げ凡例

AX7

AY1 AY2 AY3 BY6 BY9 BY10

AX13 AX12 AX10 AX9 AX8 AX2 AX1

中庭

普通教室－６

（特殊学級）

ラウンジ

廊下 便所

中庭

雨水貯留槽

サイエンスメディア
数学教室

ＨＢ－3B

多目的活動室

倉庫

ピット

廊下

増築プレハブ校舎

中庭

外壁改修工事範囲外

10

3

10

3
10

3

2,
6
0
0



Ａ
Ａ１

Ａ３

1

1

100

200
１０８

立面図４

南房総市立嶺南中学校校舎棟予防改修工事（建築工事）

記号 記号 記号 記号記号 改　修　内　容 改　修　内　容 改　修　内　容 改　修　内　容 改　修　内　容

カ

カ

カ

カ

ウ ウ

ウ

コ コ イ

コ

カ

カ カ カ

イ

Ａ

Ａ

Ｃ

サ

Ａコ

Ａ
Ｃ

AA

A

ウ
A

カ

改修
ウ B

既存

改修

ウ

既存

改修
イ 高圧水洗浄・リベット補修の上、

低汚染・超耐久型フッ素樹脂系屋根用遮熱塗料新設

既存

ア
改修

既存

高圧水洗浄・リベット補修の上、
低汚染・超耐久型フッ素樹脂系屋根用遮熱塗料新設

勘合式瓦棒葺（カラーアルミt0.7（発泡ポリエチレンt4裏張））

段付ハゼ定尺工法（カラーアルミt0.7（発泡ポリエチレンt4裏張））

A

改修
エ

既存 杉板目隠し壁

清掃の上、自然系植物性オイル塗料新設

改修
キ

化粧目地既存

改修
カ

既存

改修
オ

既存

打継目地シール新設

打継目地シール撤去

誘発目地シール新設

改修

サ

既存

改修
コ

木製化粧柱：杉１０５×１０５既存

改修
ケ

アルミパネル既存

清掃の上、自然系植物性オイル塗料新設

改修
ス

アルミ製目隠し壁既存

改修
シ

既存

Ｄ
改修

磁器質５０角タイル張り既存

改修
Ｃ

既存

Ｂ
改修

既存

改修

既存

下地補修の上、
コンクリート打放し調ファンデーション塗料新設

Ａ

コンクリート打放し補修の上、外装薄塗材Ｅ（微弾性）吹付

杉板型枠コンクリート打放し仕上げ（撥水材塗布）

コンクリート打放し仕上げ（撥水材塗布）

清掃の上、自然系植物性オイル塗料新設

高圧水洗浄・下地補修の上、
コンクリート打放し調ファンデーション塗料新設

高圧水洗浄・下地補修の上、
超低汚染型水性フッ素樹脂塗料新設

高圧水洗浄

清掃

清掃

清掃

清掃

スチール手摺

竪樋：アルミ製７５φ既存のまま

竪樋：塩ビ製７５φ既存のまま

－

－

誘発目地シール撤去

木製化粧ルーバー

Ｃ

Ｃ

工事範囲外

高窓
AW
95

AW
96

高窓

2.1m 1.6m

ピンホール

0.6m 0.6m 0.6m 0.6m 0.6m

0.5m

1.0m1.0m

1.0m 1.0m

0.4m
0.8m

1.6m

2.7m

ピンホール多数

外部仕上げ凡例

BX4 BX5 BX6 BX7 BX8 BX9 BX10 BX11 BX12  BY7' BY9

AX9 AX8 BX11 BX10 BX9 BX8 BX7 BX6 BX5 BX4 BX3 BX2 BX1

女子
便所 廊下

配管ピット

倉庫

ピット

北側立面図 １／ ２００



Ａ
Ａ１

Ａ３

1

1

100

200
１０９

立面図５

南房総市立嶺南中学校校舎棟予防改修工事（建築工事）

記号 記号 記号 記号記号 改　修　内　容 改　修　内　容 改　修　内　容 改　修　内　容 改　修　内　容

ウ

サ

イ ウ

カ

ウ

Ａ

Ｃ

カ

ウ

Ａ

ＣＣＣ

Ｃ

Ｃ

キ

キ

ケ

ウ ウ

ウ

カ
ウ

コ

Ａ

Ｃ Ｄ コ

B

BBB

A
B

A

A

カ

キ

ウ B

コ

キ

Ｃ

Ｃ

ウ
B

ス

カ

ケ

スＣ

改修
ウ B

既存

改修

ウ

既存

改修
イ 高圧水洗浄・リベット補修の上、

低汚染・超耐久型フッ素樹脂系屋根用遮熱塗料新設

既存

ア
改修

既存

高圧水洗浄・リベット補修の上、
低汚染・超耐久型フッ素樹脂系屋根用遮熱塗料新設

勘合式瓦棒葺（カラーアルミt0.7（発泡ポリエチレンt4裏張））

段付ハゼ定尺工法（カラーアルミt0.7（発泡ポリエチレンt4裏張））

A

改修
エ

既存 杉板目隠し壁

清掃の上、自然系植物性オイル塗料新設

改修
キ

化粧目地既存

改修
カ

既存

改修
オ

既存

打継目地シール新設

打継目地シール撤去

誘発目地シール新設

改修

サ

既存

改修
コ

木製化粧柱：杉１０５×１０５既存

改修
ケ

アルミパネル既存

清掃の上、自然系植物性オイル塗料新設

改修
ス

アルミ製目隠し壁既存

改修
シ

既存

Ｄ
改修

磁器質５０角タイル張り既存

改修
Ｃ

既存

Ｂ
改修

既存

改修

既存

下地補修の上、
コンクリート打放し調ファンデーション塗料新設

Ａ

コンクリート打放し補修の上、外装薄塗材Ｅ（微弾性）吹付

杉板型枠コンクリート打放し仕上げ（撥水材塗布）

コンクリート打放し仕上げ（撥水材塗布）

清掃の上、自然系植物性オイル塗料新設

高圧水洗浄・下地補修の上、
コンクリート打放し調ファンデーション塗料新設

高圧水洗浄・下地補修の上、
超低汚染型水性フッ素樹脂塗料新設

高圧水洗浄

清掃

清掃

清掃

清掃

スチール手摺

竪樋：アルミ製７５φ既存のまま

竪樋：塩ビ製７５φ既存のまま

－

－

誘発目地シール撤去

木製化粧ルーバー

0.3m

5.0m 5.0m

1.0m 0.4m

1.2m

テラス内壁：1.6m

欠損：40×20

7.4m

0.3m 0.8m 1.3m 3.1m

0.7m 0.7m

西側立面図 １／ ２００

外部仕上げ凡例

ステンレスタラップ（５段）

ステンレスタラップ（５段）

AX7

BY9 BY8 BY7 BY6 BY5 BY4 BY3 BY2 BY1 AY2 AY1

BX1 BX2 BX4 BX5  AX6' AX8 AX9 AX10 AX12 AX13

技術室 メディアセンター
廊下 保健室

中庭

10

3

10

3.5 3.5

10

10

3

10

3

▽1FL

▽2FL

△GL



図面番号 図面名称

特記仕様書 (１)E－０１

特記仕様書 (２)E－０２

E－０３

E－０４

幹線・動力設備Ｒ階平面図(改修前)

幹線・動力設備Ｒ階平面図(改修後)

E－０５

照明器具姿図 (１)

E－０６

E－０７

E－０８

E－０９

E－１０ 電灯設備１、２階平面図（改修前）

電灯設備１、２階平面図（改修後）

南房総市

南房総市立嶺南中学校校舎予防改修工事（電気設備工事）

動力盤図(改修前・改修後)

照明器具姿図 (２)

E－１１

動力設備１、２階平面図(改修前・改修後)

案内図・配置図
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工 事 名 称
　

●　

一
般
事
項

　1.工事場所

　　留意事項
　　・受注者は、工事着手日を明らかにするため、契約締結後7日以内に工事着手日通知書(第1号様式)を発注者に届け出

　　・契約締結日から工事着手日の前日までの間は、建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)第26条に基づく主任技術者
　　　又は監理技術者の設置を要しない。

　　　なければならない。

　　・契約締結日から工事着手日の前日までの間は、建設工事請負契約書第11条に基づく現場代理人の設置を要しない。
　　・工事着手日までの間は、工事の施工(現場事務所の設置、資機材等の発注及び工場製作を含む)を行ってはならない。
　　・前金払は、工事着手日の10日前までは請求できない。
　　・工事実績情報システムへの登録に際しては、主任（監理）技術者及び現場代理人の従事期間は、工事着手日をもっ
　　　て登録するものとする。（工事契約日から工事着手日の前日までを除くこととする。）

　フレックス工期契約制度
　○　適用する　工事着手期限日（　　年　　月　　日）　工期の終期日（　　年　　月　　日）　　　●　適用しない

　（表）

　　1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること。

　　3)安定的な供給が可能であること。

　　4)法令等で定めがある場合は、その許可、認可、認定又は免許を取得していること。

　　すものとし、この証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価された

　　ことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、製造業者名等が記載され

　1.本工事に使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有するもの又は同等以上の

　2.下記の表に機材名が記載された製造業者等は、次の 1)から 6)までの全ての事項を満た

　　ものとする。ただし、同等以上のものとする場合は、予め監督職員の承諾を受ける。

　　6)販売、保守等の営業体制が整えられていること。

　　5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

　　建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には、次の条件を用いる。

　　○　風圧力

　　○　積雪荷重

　　　　風速　(Vo=　　　m/s)

　　　　建設省告示第1455号における区域　別表　(　　　　　)

適 用 区 分

　「千葉県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン」に基づき、その他フォルダに保存し

　電子成果として提出することとする。

　　　督職員へ報告すること。

　　　査し、差異が生じる恐れがある場合は、原因を究明するとともに速やかに文書にて監

　　2)受注者は工事施行中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照

　　1)受注者は、施工計画に基づいて適正な計画工程を作成し、工事の先々を予見しながら

　回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

　　ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者に確認の上、

　うち(24時間以内)」に回答するよう対応することである。

　「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議への回答は、基本的に、「その日の

　　本工事は、ワンデーレスポンス対象工事である。ワンデーレスポンス 〇

 ○

 ●

　　2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。

　　ているものは、証明となる資料等の提出を省略することができる。

　　　施工すること。

　　　　地表面粗度区分　(○Ⅰ　○Ⅱ　○Ⅲ　○Ⅳ)

　　なお、監督職員への提出にあたっては、この特記仕様書の完成図等に含むものとし、

　　　メール送付先：kensanhin@mz.pref.chiba.lg.jp

　　受注者は、「県内生産品使用状況調査票」を作成し、工事完成時に提出するとともに、

　完成検査後に以下の技術管理課メールアドレスに電子データで提出しなければならない。

県 内 生 産 品 〇

　　○　事業用電気工作物(自家用電気工作物)　　○　一般用電気工作物

　　3)接着剤は、可塑剤(フタル酸ジ－n－ブチル及びフタル酸ジ－2－エチルへキシル等を

　　　含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。

　　4) 1)の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類等は、ホルムア

　　　ルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料

　　　を使用したものとする。

　行うものとする。

　　電気工作物においては法令で定める電気工事士とする。契約電力 500kW以上の電気工作

　物においても、第1種電気工事士により施工を行うものとする。

　1.本工事の建物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有す

　　ると共に、次の1)から4)を満たすものとする。

　　本工事現場に置く電気保安技術者は、千葉県自家用電気工作物保安規程第三条に定める

　工事管理者(　　　　　　)の任命する監督職員の職務を補佐し、電気工作物の保安業務を

　　1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクル

　　　塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少

　　　ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料

　　　を使用する。

　　2)接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を

　　　使用する。

　2.設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分においては、｢規制対象外｣と

　　は、次の1)又は2)に該当する材料を指し、同区分｢第三種｣とは次の3)又は4)に該当する

　　材料を指す。

　　　ド発散建築材料以外の材料

施 工 従 事 者

電気保安技術者

電気工作物の種類

化学物質を放散

させる建築材料等

 ○

 ○

 ○

 ●

　　1)建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒ

　　2)建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

　　3)建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料

　　4)建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

　

●　

一
般
事
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章 項　　　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

　　　ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、

  2.特記仕様

　1.共通仕様

　　工事発注に関する説明事項書(質疑に対する回答書を含む)、本特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、すべ

　て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和4年版)」(以下、「標準仕

　様書」という。)、「公共建築改修工事標準仕様書(電気工事編）(令和4年版)」(以下、「改修工事標準仕様書」とい

　う。）及び「公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和4年版)」（以下、「標準図」という。）による。

　　（※　中間処理場　・　最終処分場）　　　　　　　　に運搬し、処理するものとする。

　　（※　中間処理場　・　最終処分場）　　　　　　　　に運搬し、処理するものとする。

　　（※　中間処理場　・　最終処分場）　　　　　　　　に運搬し、処理するものとする。

　　（※　中間処理場　・　最終処分場）　　　　　　　　に運搬し、処理するものとする。

　　（※　中間処理場　・　最終処分場）　　　　　　　　に運搬し、処理するものとする。

　　（※　中間処理場　・　最終処分場）　　　　　　　　に運搬し、処理するものとする。

　　章、項目及び特記事項共に、● 印の付いたものを適用し、○ 印のものは適用しない。

機 材 の 品 質 等

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

LED照明(一般屋内用に限る。)

照明制御装置

可変速運転用インバータ装置

分電盤

制御盤

キュービクル式配電盤

高圧スイッチギア(CW形)

高圧スイッチギア(PW形)

高圧交流遮断器

高圧進相コンデンサ

高圧限流ヒューズ

高圧負荷開閉器

高圧変圧器(特定機器)

交流無停電電源装置

太陽光発電装置(パワーコンディショナ及び系統連系保護装置)

監視カメラ装置

中央監視制御(監視制御装置)

機　　　　　材　　　　　等

　（表記以外に品質等の確認が必要な機材がある場合は記載する。）

　

　工事に必要な官公署への手続きは受注者が代行し、速やかに行う。

　〇　設ける　　　　○　設けない

　構内につくることが　　　●　できる　　　○　できない

　構内の既存施設　　○　利用できない　　　●　利用できる(　●　有償　　○　無償)

　構内の既存施設　　○　利用できない　　　●　利用できる(　●　有償　　○　無償)

工 事 用 水

工 事 用 電 力

監督職員事務所

工 事 用 仮 設 物

官公署等への手続

 ●

 ●

 ●

 ●

 〇

 ● 　●　別契約の関係受注者が定置したものは、無償で使用できる。

　○　本工事で設置する。

　「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラ

　インの別紙１｢手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準｣における2の(2)手すり

　据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。

　　（　○　機械設備工事　　●　建築工事　　で設置する。）

足 場 そ の 他

　　〇　外部足場等（○　　　種　○　　　種）

　　〇　内部足場等（○　　　種　○　　　種）

電 子 納 品 　1.本工事は、電子納品の対象工事である。

　　センターに送付すること。その後、センターから発行される「千葉県電子媒体(副本)受

　　領書」を監督職員に提出すること。なお、電子成果品は工事請負契約書第45条の対象と

　　から発行される「千葉県電子媒体(副本)納品事前受付書」を携行すること。

 ●

　　し、電子データに不備が確認された場合は、受注者は修正作業を行わなければならない。

工 事 写 真 ●

建　物　名　称 階　数 延べ面積(㎡) 消防法施行令別表第一 備　考構　造

○

○

○ 一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

屋　　外

工　　　　事　　　　種　　　　別

受変電設備○

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

一式

一式

一式

一式

建物別及び屋外

工　事　種　目

電灯設備

動力設備

雷保護設備

電力貯蔵設備

発電設備

拡声設備

テレビ共同受信設備

○

一式 ○○○○○○

○

一式一式一式

一式 ○○○○○ 一式一式一式火災報知設備

一式一式一式 ○○○○○○ 一式

一式一式一式 ○○○○○ 一式

○ 一式○○○○○

○ 一式○○○○○

一式 ○○○○○ 一式一式一式

構内配電線路

構内通信線路

○ 一式一式一式一式 ○○○○ 一式

○ 一式一式一式一式 ○○○○ 一式

構内情報通信網設備

構内交換設備

情報表示設備

映像・音響設備

誘導支援装置

監視カメラ設備

防犯・入退室管理設備

中央制御監視設備

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 指定部分工期　　　　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　　　

　1)　「千葉県建設リサイクル推進計画２０１６ガイドライン」に基づき、本工事に係る

建設副産物の処理等 　1.共通事項

　　　また、計画の実施状況(実績)については、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利

　　用促進実施書」並びに「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」を同システムに

 ●

　　◎作成対象工事

　　　「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」は請負金額が、「再生資源

　　利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」並びに「建設副産物情報交換システム工

　2)　「建設副産物の処理基準及び再生資材の利用基準」に基づき、建設副産物の処理に先

　　立ち、「建設副産物処理承認申請書」を作成し、監督職員の確認を受け、同申請書を1部

　　提出すること。なお、建設廃棄物の処理を委託する場合は、収集運搬又は処分について

　　許可業者と各々建設廃棄物処理契約を締結し、「建設廃棄物処理委託契約書」を監督職

　　員に提示するとともに、同契約書の写しを同申請書に添付すること。

　　　また、電子マニフェスト方式による場合は、原則として廃棄物の処理及び清掃に関す

　　る法律に基づき指定された情報処理センターが発行する当該工事のマニフェスト情報を

　　収録した電子媒体又は建設廃棄物の引渡し時、運搬終了時及び処分終了時に登録される

　　情報を印刷したもの（受渡確認票等）を提出すること。

　　事登録証明書」は最終請負金額が100万円以上の全ての工事について建設資材の利用、建

　　設副産物の発生・搬出の有無にかかわらず作成する。

　　より作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を工事完成後一年間保存しておくこ

　　と。

　　「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を「建設副産物情報交換シス

　　テム（COBRIS）」により作成し、施工計画書に含め各1部提出すること。

　　　建設副産物の処理完了後速やかに、「建設副産物処理調書」を作成し、1部提出すると

　　ともに、実際に要した処理費等を証明する資料（受入伝票、写真等）を監督職員に提出

　　し確認を受けること。

　3)　建設副産物の処理に当たって、産業廃棄物管理票制度に基づく紙マニフェスト方式に

　　よる場合は、原則として複写式伝票のＤ票及びＥ票の写しを提出すること。

引渡しを要するもの 　●　　なし　　○　　あり(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

　特別管理産業廃棄物　○　なし　　○　あり(PCB使用機器:　　　　　　　　)

　PCB使用機器は関係法令により適切に処理し、建物管理者に引き渡す。

 ●

　2.建設発生土

　1)指定(A)(工事間利用)の場合

　　本工事により発生する建設発生土のうち、下記に示す建設発生土については、工事間利

　　用を図るものとし、下記指定地に搬出すること。

　　　ア　搬出先(相手先工事名、場所等)　　　　　　　　　工事　　　市　　　町地先

　　　イ　土質及び処理量　　　　　　　第　　種建設発生土　　　　　m3

　　　ウ　搬出時期　　　　　　　年　　　月　～　　　　年　　　月

　　なお、搬出手続き等は監督職員の指示によること。

　2)指定(A)(その他)の場合

　　建設発生土(　　　　　m3)は、　　　　　　　　　　地先に搬出するものとする。

　　なお、詳細については監督職員の指示によるものとすること。

　3)指定(B)の場合

　　建設発生土(　　　　　m3)は、片道運搬距離　　　　kmに搬出するものとする。

　3.路盤廃材

　　　　　　　　　　　　　　　に運搬し、処理するものとする。

　　路盤廃材(　　　　　t)は　　　　市　　　　　　町地先、片道運搬距離　　　kmの

　　本工事により発生する

　4.建設廃棄物

　　本工事により発生する

　　1)アスコン塊（　　　　 t）は　　　　　市　　　　　町地先、片道運搬距離　　kmの

　　2)コンクリート塊（　 　t）は　　　　　市　　　　　町地先、片道運搬距離　　kmの

　　3)建設発生木材（　　　 t）は　　　　　市　　　　　町地先、片道運搬距離　　kmの

　　4)建設汚泥（　　　　　 t）は　　　　　市　　　　　町地先、片道運搬距離　　kmの

　　5）         （　　　　　）は　　　　　市　　　　　町地先、片道運搬距離　　kmの

　　6）         （   　 　　）は　　　　　市　　　　　町地先、片道運搬距離　　kmの

　　7）         （   　 　　）は　　　　　市　　　　　町地先、片道運搬距離　　kmの

　　　なお、運搬に先立ち受け入れ条件等を確認し、監督職員に報告するものとする。

　　　工事発注後、事情により上記の指定処理により難い場合は、監督職員と協議するもの

　　とする。

　5.再生処理土

　　1)指定(A)(工事間利用)の場合

　　　本工事により再生処理した処理土のうち、下記に示す処理土については、工事間利用

　　を図るものとし、下記指定地に搬出すること。

　　　ア　搬出先(相手先工事名、場所等)　　　　　　　　工事　　　市　　　　町地先

　　　イ　土質及び処理量　　　　　　　第　　種建設発生土　　　　　m3

　　　ウ　搬出時期　　　　　　　年　　　月　～　　　　年　　　月

　　ライン」等に基づき、適正に処理すること。

　　っては、平成18年6月12日付国土交通事務次官通知「建設汚泥の再生利用に関するガイド

　　　なお、搬出手続き等は監督職員の指示によること。また、建設汚泥の再生利用にあた

　2.建物概要

 Ⅰ．工事概要

　3.工事種目( ● 印の付いたものを適用し、○ 印の付いたものは適用しない。)

施設の分類

　4.指定部分　　○　無　　　○　有　(対象部分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

 Ⅱ．工事仕様

　　電子納品は、「千葉県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕工事編】令和4年

　　1月」（以下、「ガイドライン」という。）に基づいて行う。

　2.工事完成検査時には、（公財）千葉県建設技術センター（以下、「センター」という。）

　3.工事完成検査後は、速やかに電子媒体1部

　4.「ガイドライン」の解釈に疑義がある場合は、監督職員と協議の上で決定すること。

C A D デ ー タ　設計図CADデータ 　：　●　貸与する　　〇　貸与しない

　著作権　　　　　　：　○　千葉県　　　●　（　南房総市　　）

　貸与するCADデータを当該工事の施工図または完成図の作成以外の目的に使用してはならな

　い。

　国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「営繕工事写真撮影要領(令和5年版)」による。

 ●

提出図書等

　工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に

　 関する資料

● 電子成果品

○　 部

● 2 部

○　 部

● 2 部

〇 1 部

● 2 部

● 2 部

● 1 部

〇 3 部

部数

撮影箇所

サイズ
● A4版

● A2版

○　箇所

仕　　様

○ 図面(A1版)を折りたたんだ製本

● 図面(A1､A3版)見開き製本

本工事中に作成した工事関係書類等をまとめたもの

● キャビネ版

○ 

－

完成時の提出図書等

○  箇所

● 完成図面

● 1 部

電子納品による

 ●

　留意事項

　1.利用先の確保

　　　建設発生土情報交換システムを活用して、建設発生土と同様、積極的に工事間流用に

　　より利用先の確保に努める。

　2.中間処理施設の選定

　　　中間処理施設の選定に当たっては、利用先の品質要件にあう発生処理土を確保するた

　　め、他の残土と混ざらないようにいかに再生処理できるかが大きな要素となる。このた

　　め、経済性を含めて総合的に判断する必要がある。

　　　また、リサイクル原則化ルールに基づき、建設副産物情報交換システム(COBRIS)の登

　　録処理業者を活用して、50km範囲で検索する。

　3.品質・安全性の確保

　　　処理土の品質・安全性を確認するため、土質試験、土壌分析試験などを行う。

　4.一時保管

　　　利用先との工程調整のため一時保管する場合には、廃棄物処理法等の手続きが必要と

　　なるので注意する。

 ○ 建設発生土の処理 　○　埋め戻し後の建設発生土は、監督職員が指示する構内の場所に敷きならしとする。

　1.千葉県で定める「環境配慮物品調達方針」に基づき環境に配慮した物品を優先的に使用

　　する。

環 境 へ の 配 慮

　2.「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」の特定調達品目の判断基準は

 ●

　3.環境物品等の調達の推進に関する基本方針における公共工事の配慮事項(「資材(材料及

　　び機材を含む）の梱包及び容器は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃

環 境 対 策 ● 　　建設機械は、排出ガス対策型、低騒音型の建設機械を使用すること。

 ○

創意工夫等の実施 　　受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫に関する項目、又は地域社会

　への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了時までに所定の書式によ

　り提出することができる。

安 全 対 策 　　受注者相互の緊密な連絡調整を図り、協力して工事を安全円滑に実施することを目的

 ●

 ●

　　本工事については、工事目的物及び工事材料を次に示す内容で火災保険、組立保険その

　他の保険に附すること。

　　3)保険期間　　工事着手のときから工事引渡しまでの期間

　　2)保険金額　　請負代金全額

　　1)被保険者　　発注者、受注者及びその全下請負人

　　なお、保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに監督職員に

　提示すること。

保 険 ●

　提出する。

　　本工事の最終請負代金(消費税込)が500万円以上となる場合には、工事実績情報システム

　(CORINS)に基づき、工事実績データを作成する。

　　また、作成した内容について監督職員の確認を受けた後、以下に示す期間内に(一財)日

　本建設情報総合センターに所定の手続により登録するとともに、登録内容確認書の写しを

　　1)工事受注時　　　　　　契約締結後10日以内

　　2)登録内容の変更時　　　契約事項の確定日から10日以内

　　3)工事完成時　　　　　　工事完成後10日以内

工事実績情報の登録 ●

 ● 工 事 現 場 管 理 　受注者は、工事の施工にあたっては、次の事項を遵守すること。

　　1)不法・違反無線局(不法パーソナル無線)を設置したトラック、ダンプカー等を工事

　　　現場に立ち入らせないこと。

過積載による違法 　受注者は、工事の施工にあたっては、次の事項を遵守すること。

運行の防止 　　1)積載重量制限を超過して土砂を積み込まず、また積み込ませないこと。

　　2)さし枠装着車、不表示車等に土砂を積み込まず、また積み込ませないこと。

　　3)過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受けるなど、過積載

　　　を助長することのないようにすること。

　　4)取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車等を

　　　土砂運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。

　　5)建設発生土の処理及び骨材等の購入にあたって、下請事業者及び骨材等納入者の利益

　　　を不当に害することのないようにすること。

　　6)以上のことにつき、下請業者にも十分指導すること。

 ●

 ○

　　　　　月　　日～　　月　　日（期間中も行事等により、短期の施工不能日あり）

　部分使用箇所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　○　施工可能期間

　　　　　月　　日までに下記部分について、部分使用するので協力すること。

　○　改修工事の部分使用

条 件 明 示 項 目

　　　が、給付の対象としない。

　実施区分を規定)の定めに関わらず中間検査の指定対象工事として、中間検査を実施する。

　　本工事が、低入札価格調査制度調査対象工事(以下「調査対象工事」という。)に該当し

　た場合は、千葉県建設工事検査要綱(検査の区分を規定)及び中間検査実施細則(中間検査

　　1)調査対象工事の中間検査の実施は、「中間検査実施細則」に関わらず原則として2ケ

　　　月に1回、隔月ごと、及び主要工種を考慮し施工上の変化点等で行うが、実施時期は

　　　監督職員が指定する。なお、検査日及び検査監氏名は別途通知する。

　　2)中間検査は、通知日までに完了した出来形部分の出来形確認及び技術的確認等を行う

中間検査の対象工事 〇

他工事との取合い 　別表1による。

中 間 検 査 　●中間検査を実施する。

　　(回数　　1回、　　実施時期　　　　　　　　　　　　　　　　　　工事完了時)

　　中間検査の範囲

　　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

 ●

 〇

　とする「工事関係者連絡会議」を設置すること。

　すること。

　○　ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン

　測定値が厚生労働省指針値を超えた場合は、換気後再測定し報告書を提出すること。

　測定はパッシブ型採集機器により行う。

　○　施工完了時に室内空気中の揮発性有機化合物の濃度を測定し、報告すること。

　　「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(令和3年2月)による。

　　棄時の負荷低減に配慮されていること。」)に留意すること。

化学物質の濃度測定

　○　パラジクロロベンゼン（用途が学校の場合、上記項目に追加する。）

　着工前の測定　　○　行わない　　　○　行う

　測定対象室　　　○　図示　　　　　○　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

　測定個所数　　　○　図示　　　　　○　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　発注者で組織する安全対策委員会が行う安全審査、施工条件検討、安全点検等に協力

　○　

　　（※　中間処理場　・　最終処分場）　　　　　　　　に運搬し、処理するものとする。

南房総市立嶺南中学校校舎予防改修工事(電気設備工事)

南房総市沓見2705番地（嶺南中学校）

校舎棟 RC造一部S造 2F 4,009.98

と「千葉県電子媒体(副本)納品事前受付書」を

　　　なお、受注者は「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を工事現場

　　の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

Ｅ
Ａ１

Ａ３

N

N

南房総市立嶺南中学校校舎棟予防改修工事（電気設備工事）

S

S
01
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図面番号 図面名称

特記仕様書（１）Ｍ－００１

特記仕様書（２）Ｍ－００２

Ｍ－００３

Ｍ－００４

特記仕様書（３）

案内図・配置図

Ｍ－０１２ 空調・換気設備　平面詳細図（３）（改修）

Ｍ－０１３ 自動制御設備　計装図（改修）

Ｍ－０１４

Ｍ－０１５

Ｍ－０１６

Ｍ－０１７

Ｍ－０１８

Ｍ－０１９

Ｍ－０２０

Ｍ－０２１

Ｍ－０２２

Ｍ－０２３

Ｍ－０２４

Ｍ－０２５

Ｍ－０２６

Ｍ－０２７

Ｍ－００５

Ｍ－００６

Ｍ－００７

Ｍ－００８

Ｍ－００９

Ｍ－０１０

Ｍ－０１１

空調・換気設備　平面詳細図（１）（改修）

空調・換気設備　平面詳細図（２）（改修）

自動制御設備　計装図（撤去）

空気調和設備　機器表（改修）

空気調和設備　平面図（改修）

空気調和設備　屋根伏図（改修）

換気設備　機器表（改修）

換気設備　平面図（改修）

自動制御設備　平面図（改修）

自動制御設備　屋根伏図（改修）

小学校　給排水衛生設備　受水槽詳細図（改修）

空気調和設備　機器表（撤去）

空気調和設備　平面図（撤去）

空気調和設備　屋根伏図（撤去）

換気設備　機器表（撤去）

換気設備　平面図（撤去）

空調　換気設備　平面詳細図（１）（撤去）

空調　換気設備　平面詳細図（２）（撤去）

空調　換気設備　平面詳細図（３）（撤去）

自動制御設備　平面図（撤去）

自動制御設備　屋根伏図（撤去）

南房総市

南房総市立嶺南中学校校舎棟予防改修工事（機械設備工事）



Ａ１

Ａ３

N

N

南房総市立嶺南中学校校舎棟予防改修工事（機械設備工事）

Ｍ
特記仕様書（１） S

S
００１

本社　〒107-0062　東京都港区南青山1-15-14　新乃木坂ビル　TEL 03-3404-3546㈹　FAX 03-3404-3549

設計事務所登録番号　　　一級建築士事務所東京都知事登録第4003号

設　計　者 法適合確認

一級建築士
第227543号
中里道雄

ＭＥＭＯ 代理人 検　図 担　当

・工事実績情報システムへの登録に際しては、主任（監理）技術者及び現場代理人の従事期間は、工事着手日をもって

・工事着手までの間は、工事の施工（現場事務所の設置、資機材等の発注及び工場製作を含む）を行ってはならない。

・前金払は、工事着手日の10日前までは請求できない。

・契約締結日から工事着手日の前日までの間は、建設工事請負契約書第11条に基づく現場代理人の設置を要しない。

　又は監理技術者の設置を要しない。

・契約締結日から工事着手日の前日までの間は、建設業法（昭和24年5月24日法律第100号）第26条に基づく主任技術者

留意事項

　適用する　工事の着手期限日　令和○年○月○日　　工事の終期日　令和○年○月○日　　　　　　　　適用しない

　登録するものとする。（工事契約日から工事着手日の前日までを除くこととする。）

　届け出なければならない。

フレックス工期契約制度

・受注者は、工事着手日を明らかにするため、契約締結後７日以内に工事着手日通知書（第１号様式）を発注者に

「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの
建　物　名　称 構  造 階    数 延べ面積　(m2) 消防法施行令別表第一

1.工事場所　　南房総市沓見2705番地

2.建物概要

工事名称

5.設備概要（●印の付いたものを適用する。）

 方式及び種類

空調方式

主要熱源機器

自動制御方式

給水方式

排水方式

消火設備の

種類

1.共通仕様

　　　　公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（令和4年版）（以下「標準仕様書」という。）

　　　　公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）（令和4年版）（以下「改修標準仕様書」という。）

　　　　公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）（令和4年版）（以下「標準図」という。）

(2) 電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び建築工事はそれぞれの特記仕様書を適用する。

　　なお、電気設備工事の特記仕様書は( 　/　 )図、建築工事の特記仕様書は(　 /　 )図による。

　　ものを適用する。

2.特記仕様

項     目章 特        記        事        項

(1) 本工事に使用する機材等は､設計図書に定める品質及び性能を有するもの又は同等以上のものとする。

(2) 別表－１に機材等名が記載された製造業者等は、次の①から⑥すべての事項を満たすものとし､この証明と

　　なる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたことを示す書面を提出して監督職員の承諾

　　を受ける。ただし、製造業者等名が記載されているものは、証明となる資料等の提出を省略することがで

　　きる。

　　③安定的な供給が可能であること。

　　⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

環境への配慮

　　と。｣）に留意すること。

　　を満たすものとする。

　　①合板､木質系フローリング､構造用パネル､集成材､単板積層材､MDF､パーティクルボード、その他の木質

　　②接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。

　　　建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗料は、アセトアルデヒド

　　　及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの

　　　放散量」の区分に応じた材料を使用する。

　　③接着剤は、可塑剤（フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の

　　　可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。

　　④①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、アセトアル

　　　デヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。

　　に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料を指す。

　　①建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材

　　　料以外の材料

　　②建築基準法施行令第２０条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

　　③建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料

　　④建築基準法施行令第２０条の７第３項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

室 内 空 気 中

の 化 学 物 質

の 濃 度 測 定 測定はパッシブ型採集機器により行う。

測定時期

測定対象室

測定箇所数

工事着手前

図示

図示

施工終了時

般

一

項

共

通

事

電気保安技術者

技能士の適用

監督職員事務所

工事用電力・水

・その他

工事用仮設物

足場その他

電気式 電子式 デジタル式

高置タンク方式 ポンプ直送方式 水道直結方式

屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 泡消火設備

連結散水設備 連結送水管 不活性ガス消火設備（　　　　　　　）

建物内の汚水と雑排水（ 合流式 分流式　）

ポンプ排水 有（ 汚物　　　雑排水　　　湧水　）　　　無

建物外放流先 (1) 汚水

(2) 雑排水

建 設 副 産 物

の  処  理  等

工事用水

工事電力 構内の施設

構内の施設

利用できない

利用できない 利用できる　(

利用できる　(

有償

有償

無償　)

無償　)

構内につくることが　 できる できない

建築工事 電気設備工事　　で設置する。）

配管施工(配管工事)

熱絶縁施工(保温工事)

建築板金施工(ダクト製作及び取付け)

冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器の据付)

設けない 設ける

本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続等の費用はすべて受注者の負担とする。

別契約の関係受注者が定置したものは、無償で使用できる。

（

本工事で設置とする。

別紙１｢手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における２の(2)手すり据置方式

又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。

内部足場　　　(

外部足場　　　(

1)「千葉県建設リサイクル推進計画2016ガイドライン」に基づき、本工事に係る「再生資源利用計画書」

　及び「再生資源利用促進計画書」を「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」により作成し、施工計

1 共通事項

　　　　　 （　　　　　　　　　　　　　　　　）

建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。

風圧力　　風速（Ｖo＝　　　m/s）

積雪荷重　建設省告示第1455号における区域　別表（　　）

(1) ステンレス鋼管の接合は、下記による。

呼び径６０Ｓｕ以下（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

呼び径７５Ｓｕ以上（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 ＳＡＳ３２２を満足した継手。

(2) 建築物導入部の変位吸収方法は、標準図（建築物導入部の変位吸収配管要領）による。

（ a ) （ b ) （ c )

(3) 溶接部の非破壊検査 不要 要（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

「機器と配管接続部」取り付け箇所は図示による。

(1) 地中埋設標

(2) 埋設表示用テープ

要 (図示による。)

要 (排水管を除く)

不要

不要

別表－２　保温工事仕様による。

屋外露出部（ 下記の機器類 給水管 消火管 膨張管 ドレン管（配管類には弁類を

含む））は　　 防凍保温　　  凍結防止ヒーター）を行う。

（対象機器：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

防凍保温は、厚さを配管の呼び径25以下は50mm、呼び径32以上は40mmとし、保温を施す。

共同溝、トレンチの保温は（標準仕様書第２編の施工箇所　　　　　　　　　　　　）を適用する。

多湿箇所は下記の場所とする。（天井内共多湿箇所とする。）

(　　浴室（ユニットは除く）　　　　　　                                  　　    　　）脱衣室

屋内露出 （　　実験室　　　　　　　）の保温外装は（ ）とする。

合成樹脂製カバーは（

屋外 ドレン管　 （　　　　　　　　　　　　　　　　）

金属電線管 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）指定色塗装溶融亜鉛メッキ仕上げ［付着量300g/㎡以上］

指定色塗装

指定色塗装屋内

露出機材の塗装仕上げは下記による。

既存コンクリ－ト床、壁等の配管貫通部の穴開けは、図面に特記のない場合はダイヤモンドカッターを

用いる。

電線及びケーブルの規格は標準仕様書第４編 1.5.1 表 4.1.11 による。

(　　　　）書きの室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。

( 槽内 )の吊り金物・支持金物類はステンレス鋼製(SUS304)とする。

直放流下水管

直放流下水管

種

種

種

種

種　)

種 種　)

デジタル工事写真

の小黒板情報電子化

適 用 区 分

配　　　管

絶 縁 継 手

地中埋設標等

保　　　温

は   つ   り

電   線   類

天井仕上区分

吊り及び支持金物

施 工 調 査

地表面粗度区分　（　 Ⅰ　　　Ⅱ　　　Ⅲ　　　Ⅳ　）

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ

１シートタイプ　　　２ジャケットタイプ ）とする。

項　　　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項 章章 項　　　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項 章 項　　　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に

工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場

本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得たうえで

デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事（以降、「対象工事」と称する)とすることができる。

対象工事では、以下の（１）から（４）の全てを実施することとする。

(1) 対象機器の導入

　　受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以降「使用

　　機器」と称する）については、営繕工事写真撮影要領2.(3)に示す項目の電子的記入ができること、

　　かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（改ざん

　　検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC暗号リスト）」

　　（URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」）に記載している技術を使用していること。また、

撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。

　　受注者は監督職員に対し、工事着手前に本工事での使用機器について提示するものとする。

　　なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」記載の

　　「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照されたい。ただし、この使用機器の

　　事例からの選定に限定するものではない。

(2) デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入

　　受注者は、（１）の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子

　　画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、営繕工事撮影要領２．(3)

　　撮影方法」による。

　　ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な

　　工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

(3) 小黒板情報の電子的記入の取扱い

　　本工事の工事写真の取扱いは、営繕工事写真撮影要領に準ずるが、(２)に示す小黒板情報の電子的記入

　　については、同要領４．で規定されている写真編集には該当しない。

(4) 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品

　　受注者は、（２）に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真（以下、「小黒板情報電子化写真」と称

　　する。）を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお納品時に、受注者は

　　URL（http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html）のチェックシステム（信憑性チェック

　　ツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真

　　ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ

　　「工事打合せ簿」等により提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が

電子納品 1 本工事は、電子納品の対象工事である。

　「千葉県電子媒体（副本）納品事前受付書」を、携行すること。

Ⅰ.工事概要

　送付すること。その後、センターから発行される「千葉県電子媒体（副本）受領書」を監督職員に提出

　すること。なお、電子成果品は工事請負契約書第45条の対象とし、電子データに不備が確認された場合は、

　受注者は修正作業を行わなければならない。

受注者は､｢県内生産品使用状況調査票｣を作成し、工事完成時に提出するとともに、完成検査後に以下

の技術管理課メールアドレスに電子データで提出しなければならない。

　メール送付先　kensanhin@mz.pref.chiba.lg.jp

なお、監督職員への提出にあたっては、この特記仕様書の完成図等に含むものとし､｢千葉県営繕事業に

係る電子納品運用ガイドライン｣に基づき、その他フォルダに保存し、電子成果として提出する。

系統図、機器等の取り扱い方及び重要な定期点検項目を記載したアクリル樹脂製の板を機械室に設ける。

説明板の大きさは約　　　m2とする。

本工事　　　 別途

調整項目（測定箇所等は監督職員の指示による。）

風量調整 水量調整 室内外空気の温湿度の測定

室内気流及びじんあいの測定 飲料水の水質の測定

騒音の測定

換気扇、圧力扇及び標準仕様書に記載なく特記のないものの電動機の保護規格は、製造者規格による

標準品としてよい。

1)機器類の能力、容量等は表示された数値以上とする。

耐震措置の計算及び施工方法は次によるほか、建築設備耐震設計・施工指針2014年版（独立行政法人　

建築研究所監修）による。

(1) 機器の据付け及び取付け

　　設計用水平地震力は、機器の質量（自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効質量）に、

　　地域係数1.0及び次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。

設計用標準水平震度

上層階、屋上

及び塔屋

中間階 1.5

2.0

2.0

2.0

1.5

1.5

1.0

1.0

1.5

 重要機器

1.5

2.0

1.5

1.0

1.5

1.0

0.6

1.0

1.0

 一般機器

1.5

2.0

1.5

1.0

1.5

1.0

0.6

1.0

1.0

 重要機器

1.0

0.6

0.4

0.6

1.5

1.0

1.0

0.6

0.6

 一般機器

特定の施設 一般の施設

防振支持の機器

機　　　器

機　　　器

防振支持の機器

機　　　器

防振支持の機器地階・１階

・上層階とは2～6階建の場合は最上階、7～9階建の場合は上層2階、10～12階建の場合は上層3階、

　13階建以上の場合は上層4階とする。

・中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの

 機器種別設置場所

水　槽　類

水　槽　類

水　槽　類

県内生産品

運転操作説明板

機材の承諾図

総 合 調 整

電動機

容量等の表示

耐 震 措 置

備考

3.工事種目（●印の付いたものを適用する。）

建物別及び屋外

工  事  種  目

換気設備

排煙設備

自動制御設備

衛生器具設備

給水設備

排水設備

給湯設備

消火設備

厨房設備

ガス設備

排水処理設備

雨水利用設備

撤去工事

工  事  種  別

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

屋   　外

4.指定部分 無

空気調和設備

指定部分工期　令和　年　月　日

設　　　備　　　概　　　要

　　の梱包及び容器は､可能な限り簡易であって､再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されているこ

・重要機器は次のものを示す。

給水機器（　　　　　　　　　　　　　　　　）

排水機器（　　　　　　　　　　　　　　　　）

換気機器

監視制御設備

空調機器

危険物貯蔵装置

熱源機器

火を使用する設備

防災設備

避難経路上に設置する機器

(2) 設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の１／２とする。

・水槽類にはオイルタンクを含む。

下記によるほか、改修標準仕様書第１編1.5.1及び1.5.2による。

調査項目

既設配管を含む部分の試験 要　（方法及び圧力：　　　　　　　　　　　　　　　） 不要

穿孔機械を使用し、既存躯体に穿孔する場合は、金属探知により電源供給が停止できる付属装置等を

用いて施工する。

別表－３　工事区分表による。

建設機械は、排出ガス対策型、低騒音型の建設機械を使用すること。

受注者は、工事の施工にあたっては、次の事項を遵守すること。

(1) 不法・違反無線局(不法パーソナル無線)を設置したトラック､ダンプカー等を工事現場に立ち入らせ

　　ないこと。

受注者は、工事の施工にあたっては、次の事項を遵守すること。

(1) 積載重量制限を超えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。

(2) さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。

(3) 過積載車輌､さし枠装着車､不表示車等から土砂等の引渡しを受ける等過積載を助長することのない

　　ようにすること。

(4) 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車等を土砂等運搬に

　　使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。

(5) 建設発生土の処理及び骨材の購入等に当たって､下請事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害する

　　ことのないようにすること。

(6) 以上のことにつき、下請業者にも十分指導すること。

受注者相互の緊密な連絡調整を図り､協力して工事を安全円滑に実施することを目的とする「工事関係者

連絡会議」を設置すること。

本工事については、工事目的物及び工事材料を次に示す内容で火災保険、組立保険その他の保険に附す

ること。

(1) 被保険者　　発注者、受注者及びその全下請負人

(2) 保険金額　　請負代金全額

(3) 保険期間　　工事着手のときから工事引渡しまでの期間

なお、保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに監督職員に提示すること。

所、施設管理者、受注者)による施設点検(不具合の有無を確認し､その処理について協議)を行うので､

本工事の最終請負代金(消費税込)が、500万円以上となる場合には、工事実績情報システム（CORINS）に

基づき工事実績データを作成する。また、作成した内容について監督職員の確認を受けた後、以下に示

す期間内に（一財）日本建設情報総合センターに所定の手続により登録するとともに、登録内容確認書

の写しを提出する。

(1) 工事受注時　　　　　契約締結後10日以内

(2) 登録内容の変更時　　契約事項の確定日から10日以内

(3) 工事完成時　　　　　工事完成後10日以内

受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫に関する項目､または地域社会への貢献として

評価できる項目に関する事項について､工事完了時までに所定の様式により提出することができる。

工事の着手、施工、完成にあたり、関係官公署などへの必要な手続等は受注者が代行し、遅滞なく行う。

施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。

1 通常工事時

2 低入札価格調査制度調査対象工事時

中間検査を実施する　　（　回数　　　回　、　実施時期　　　　　　　　　）

中間検査の範囲　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

千葉県建設工事検査要綱(検査の区分を規定)および中間検査実施細則(中間検査実施区分を規定)の定

めに関わらず中間検査の指定対象工事として、中間検査を実施する。

(1) 調査対象工事の中間検査の実施は、｢中間検査実施細則｣に関わらず原則として2ケ月に1回、隔月ご

　　と、及び主要工種を考慮し施工上の変化点等で行うが、実施時期は監督職員が指定する。

　　なお、検査日及び検査監氏名は別途通知する。

(2) 中間検査は､通知日までに完了した出来形部分の出来形確認及び技術的確認等を行うが､給付の対象

　　とはしない。

施工可能期間

　　月　　日～　　　月　　日　（期間中も行事等により、短期の施工不能日あり）

改修工事の部分使用

　　月　　日までに下記部分について、部分使用するので協力すること。

部分使用箇所　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

本工事は、ワンデーレスポンス対象工事である。

「ワンデーレスポンス」とは、受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち（24時間

以内）」に回答するよう対応することである。

ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者に確認の上、回答期限を設け

るなど、何らかの回答を「その日のうちに」することとする。

１）受注者は、施工計画に基づいて適正な計画工程を作成し、工事の先々を予見しながら施工すること。

２）受注者は、工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異

　　が生じる恐れがある場合は、原因を究明するとともに速やかに文書にて監督職員へ報告すること。

試　　　験

既存躯体への穿孔

環 境 対 策

工事現場管理

過積載による

違法運行の防止

安 全 対 策

保        険

施 設 点 検

工事実績情報の

登録

創意工夫等の実施

官公署その他への

届出手続等

施工図等の取扱

中 間 検 査

条件明示項目

ワンデーレスポンス

本工事完成(「工事目的物の引渡し」を行った日)後、１年目及び２年目に関係者(営繕課､工事監理事務

他工事との取り合い

はつり及び穿孔作業を行う場合、事前に走査式埋設物調査を行い報告すること。

（　　　　　　　　　　）
（　　　　　　　　　　）

施設の分類

有 対象部分（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                ）

Ⅱ.工事仕様

(1) 図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通大臣官房官庁営繕部監修の下記仕様書等のうち、●印の付いた

章、項目及び特記事項共に、●印の付いたものを適用し、○印のものは適用しない。

機材の品質等

　　ただし、同等以上のものとする場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。

　　①品質及び性能に関する試験データが整備されていること。

　　②生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。

　　④法令等で定めがある場合は、その許可、認可、認定又は免許を取得していること。

　　⑥販売、保守等の営業体制が整えられていること。なお、システムとして機能するものにあっては、シス

　　　テムの構築能力があり、現場での施工体制が整えられていること。

(1) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に基づく特定調達物品等に関する判断の基準は、「環

　　境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和3年2月)｣による。

(2) 環境物品等の調達の推進に関する基本方針における公共工事の配慮事項(「資材(材料および機材を含む）

(3) 建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に､次の①から④

室内空気中のホルムアルデヒド､トルエン､キシレン､エチルベンゼン､スチレン(用途が学校の場合は、パラジ

クロロベンゼンを含む)の濃度を測定し､監督職員に報告すること。

本工事現場に置く電気保安技術者は、千葉県自家用電気工作物保安規程第三条に定める工事管理者

(　　　　　　    　)の任命する監督職員の職務を補佐し、電気工作物の保安業務を行うものとする。

　　確認することがある。

貸与しない・設計図CADデータ　： 貸与する

　電子納品は、「千葉県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕工事編】令和４年１月」（以下、

　「ガイドライン」という。）に基づいて行う。

2 工事完成検査時には、（公財）千葉県建設技術センター（以下、センターという。）から発行される

3 工事完成検査後は、速やかに電子媒体の１部と「千葉県電子媒体（副本）納品事前受付書」をセンターに

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

完成図面

完成写真

保全に

関する資料

電子成果品

図面（A1版･A3版）見開き製本

本工事中に作成した工事関係書類等をまとめたもの

キャビネ版

―

サイズ

電子納品による

撮影箇所

A2版

A4版

　箇所

２部

２部

１部

　部

１部

　部

１部

２部

２部

３部

　箇所

仕　様 部数提出図書等

工事関係図書

完成時の提出図書等

4 ｢ガイドライン｣の解釈に疑義がある場合は、監督職員と協議の上で決定すること。

機械設備工事機材承諾図様式集(令和元年版)によるほか、監督職員との協議による。

2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は、原則として表示された数値以下とする。

凍結防止ヒーターは、自己サーモ式とし、保温を施すものとする。

塗装、仕上げ

調査範囲

調査方法

図　示

図　示

石綿含有分析調査

また、発注者で組織する安全対策委員会が行う安全審査、施工条件検討、安全点検等に協力すること。

(4) 設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とは、次の①又は②

設計図CADデータ

貸与する設計図CADデータを当該工事の施工図または完成図の作成以外の目的に使用してはならない。

図面（A1版）折りたたみ製本

当課からの依頼により、施設点検に立会い協力するものとする。

　また、計画の実施状況(実績)については、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」

　並びに「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」を同システムにより作成し、各１部提出する

　とともに、これらの記録を工事完成後一年間保存しておくこと。

◎作成対象工事

　「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」は請負金額が、「再生資源利用実施書」

　及び「再生資源利用促進実施書」並びに「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」は最終請負

　金額額 100 万円以上の全ての工事について建設資材の利用、建設副産物の発生・搬出の有無にかか

　わらず作成する。

　副産物処理承認申請書｣　を作成し、監督職員の確認を受け、同申請書を１部提出すること。なお、

　建設廃棄物の処理を委託する場合は、収集運搬又は処分について許可業者と各々建設廃棄物処理契

　約を締結し、｢建設廃棄物処理委託契約書｣を監督職員に提示するとともに、同契約書の写しを同申

　請書に添付すること。

　建設副産物の処理完了後速やかに､「建設副産物処理調書」を作成し､１部提出するとともに、実際

　に要した処理費等を証明する資料(受入伝票、写真等)を監督職員に提出し確認を受けること。

　また、電子マニフェスト方式による場合は､原則として廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき

　原則として複写式伝票の D 票及び E 票の写しを提出すること。

3)建設副産物の処理に当たって、産業廃棄物管理票制度に基づく紙マニフェスト方式による場合は、

2)「建設副産物の処理基準及び再生資材の利用基準｣　に基づき、建設副産物の処理に先立ち、「建設

　指定された情報処理センターが発行する当該工事のマニフェスト情報を収録した電子媒体または建設

　廃棄物の引渡し時、運搬終了時及び処分終了時に登録される情報を印刷したもの（譲渡確認票等）を

　提出すること。

2 建設発生土

　本工事により発生する建設発生土のうち、下記に示す建設発生土については、工事間流用を図るも

　のとし、下記指定地に搬出すること。

　ア　搬出先(相手先工事名、場所等)　　　　　　　　　　工事　　　　市　　　　　町地先

　イ　土質及び処理量　　　　　　　第　　種建設発生土　　　　　m3

　ウ　搬出時期　　　　　　　年　　　月　～　　　　年　　　月

　なお、搬出手続き等は監督職員の指示によること。

　建設発生土(　　　　　m3)は、　　　　　　　　　　地先に搬出するものとする。

2)指定(A)(その他)の場合

1)指定(A)(工事間利用)の場合

　なお、詳細については監督職員の指示によるものとすること。

3)指定(B)の場合

　建設発生土(　　　　　m3)は、片道運搬距離　　　　　kmに搬出するものとする。

3 路盤廃材

　本工事により発生する

　路盤廃材(　　　　　t)は　　　　市　　　　　　町地先、片道運搬距離　　　　　kmの

　　　　　　　　　　　　　に運搬し、処理するものとする。

4 建設廃棄物

　本工事により発生する

1)アスコン塊(　　　　　t)は　　　　市　　　　　　町地先、片道運搬距離　　　kmの

　（※ 中間処理場　・ 最終処分場）                            に運搬し、処理するものとする。

2)コンクリート塊(　　　　　t)は　　　　市　　　　　　町地先、片道運搬距離　　　kmの

　（※ 中間処理場　・ 最終処分場）                            に運搬し、処理するものとする。

3)建設発生木材(　　　　　t)は　　　　市　　　　　　町地先、片道運搬距離　　　kmの

　（※ 中間処理場　・ 最終処分場）                            に運搬し、処理するものとする。

4)建設汚泥(　　　　　t)は　　　　市　　　　　　町地先、片道運搬距離　　　kmの

　（※ 中間処理場　・ 最終処分場）                            に運搬し、処理するものとする。

5)ガラスくず及び陶器くず（　　　ｍ3）は　　　　市　　　　　　町地先、片道運搬距離　　　kmの

　（※ 中間処理場　・ 最終処分場）                            に運搬し、処理するものとする。

6)金属くず（   　 　ｍ3）は　　　　市　　　　　　町地先、片道運搬距離　　　kmの

　（※ 中間処理場　・ 最終処分場）                            に運搬し、処理するものとする。

7)廃プラスチック（   　 　ｍ3）は　　　　市　　　　　　町地先、片道運搬距離　　　kmの

　（※ 中間処理場　・ 最終処分場）                            に運搬し、処理するものとする。

8)混合廃棄物（   　 　ｍ3）は　　　　市　　　　　　町地先、片道運搬距離　　　kmの

　（※ 中間処理場　・ 最終処分場）                            に運搬し、処理するものとする。

　なお、運搬に先立ち受け入れ条件等を確認し、監督職員に報告するものとする。

　工事発注後、事情により上記の指定処理により難い場合は、監督職員と協議するものとする。

5 再生処理土

1)指定(A)(工事間利用)の場合

　本工事により再生処理した処理土のうち､下記に示す処理土については､工事間流用を図るものとし､

　下記指定地に搬出すること。

　ア　搬出先(相手先工事名、場所等)　　　　　　　　　　工事　　　　市　　　　　町地先

　イ　土質及び処理量　　　　　　　第　　種建設発生土　　　　　m3

　ウ　搬出時期　　　　　　　年　　　月　～　　　　年　　　月

　なお、搬出手続き等は監督職員の指示によること。また、建設汚泥の再生利用に当たっては、平成

　18年6月12日付国土交通事務次官通知「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」等に基づき、

　適正に処理すること。

留意事項

1 利用先の確保

　建設発生土情報交換システム(JACIC)を活用して､建設発生土と同様､積極的に工事間利用により

　利用先の確保に努める。

2 中間処理施設の選定

　中間処理施設の選定に当たっては､利用先の品質要件にあう発生処理土を確保するため､他の残土

　と混ざらないようにいかに再生処理できるかが大きな要素となる。このため、経済性を含めて、

　総合的に判断する必要がある。

　また､リサイクル原則化ルールに基づき、建設副産物情報交換システム(COBRIS:JACICシステム)

　の登録処理業者を活用して、50km範囲で検索する。

3 品質・安全性の確保

　処理土の品質・安全性を確認するため、土質試験、土壌分析試験などを行う。

4 一時保管

　利用先との工程調整のため一時保管する場合には廃棄物処理法等の手続きが必要となるので注意

　する。

埋め戻し後の建設発生土は、監督職員が指示する構内の場所に敷きならしとする。

根切り土の中の良質土 山砂の類

建設発生土の処理

工事写真

埋め戻し土・盛土

国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「営繕工事写真撮影要領（令和5年版）」による。

　画書に含め各１部提出すること。

　　　なお、受注者は「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を工事現場の公衆が見やすい

　　　場所に掲げなければならない。

原則として、新築または増改築に係る面積が3,000ｍ2を超える建物の内、適用職種作業の各直接工事費が1,000万円以上の大規模工事に適用。

南房総市立嶺南中学校校舎棟予防改修工事(機械設備工事)

嶺南中学校 RC造 2 4,009.98 中学校

　空冷ヒートポンプマルチエアコン
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